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このガイドブックは、亀
かめやまし

山市に住
す

む外
がいこくじん

国人のみなさんに、市
し

の機
きか ん

関での手
てつづき

続
の内

ないよう

容やサービスの種
しゅるい

類など、生
せいかつ

活に必
ひつよう

要な情
じょうほう

報をまとめたものです。必
ひつよう

要
最
さいしょうげん

小限の内
ないよう

容ですので、詳
くわ

しくは【問
と

い合
あ

わせ先
さき

】に問
と

い合
あ

わせてください。

このガイドブックは、平
へいせい

成 21年
ねん

3月
がつ

現
げんざい

在の情
じょうほう

報を基
もと

に編
へんしゅう

集してあります。
内
ないよう

容が変
か

わることがあります。

このガイドブックの内
ないよう

容は、亀
かめやまし

山市のホームページでも見
み

ることができます。
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●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。

施
しせつ

設の名
めいしょう

称 所
しょざいち

在地 電
でんわばんごう

話番号・FAX番
ばんごう

号

市
しやくしょほんちょうしゃ

役所本庁舎 本
ほんまるちょう

丸町５７７

TEL　82-1111
FAX　82-9955
（通

つうやくちょくつう

訳直通 TEL）
　　　82-9990

関
せきししょ

支所 関
せきちょうこざき

町木崎９１９－１
TEL　96-1212
FAX　96-2414

加
かぶとしゅっちょうじょ

太出張所 加
かぶと

太板
いた や

屋４６２２－１
TEL　98-0001
FAX　98-0560

総
そうごうかんきょう

合環境センター 布
ふ け

気町
ちょう

４４２
TEL　82-8081
FAX　82-4435

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

羽
はわか

若町
ちょう

５４５
TEL　84-3311
FAX　82-8180

亀
かめやましょうぼうちょうしゃ

山消防庁舎 野
のむら

村四
よんちょうめ

丁目１－２３
TEL　82-0244
FAX　83-2200

関
せきしょうぼうちょうしゃ

消防庁舎 関
せきちょうこざき

町木崎３７－１
TEL　96-1780
FAX　96-1781

医
いりょう

療センター 亀
かめだちょう

田町４６６－１
TEL　83-0990
FAX　83-0306

図
としょかん

書館 若
わかやま

山町
ちょう

７－２０
TEL　82-0542
FAX　82-0554

歴
れきしはくぶつかん

史博物館 若
わかやま

山町
ちょう

７－３０
TEL　83-3000
FAX　83-3334

関
せき

ロッジ 関
せきちょうしんじょ

町新所１５７４－１ TEL　96-0029

市
しやくしょ

役所での手
てつづき

続は､月
げつようび

曜日から金
きんようび

曜日までの午
ご ぜ ん

前8時
じ

30分
ぷん

から午
ご ご

後5時
じ

15分
ふん

までです｡ 
日
にちようび

曜日､土
ど よ う び

曜日､祝
しゅくさいじつ

祭日､12月
がつ

29日
にち

～1月
がつ

3日
にち

は休
やす

みです｡なお､施
し せ つ

設によっては例
れいがい

外があります
ので､確

かくにん

認してください｡

市
しやくしょほんちょうしゃ

役所本庁舎では､毎
まいしゅうにちようび

週日曜日午
ご ぜ ん

前8時
じ

30分
ふん

～午
ご ご

後5時
じ

15分
ふん

（午
ご ご

後0時
じ

15分
ふん

～1時
じ

を除
のぞ

きま
す｡＜注

ちゅう

1＞）まで､日
にちようまどぐち

曜窓口を実
じ っ し

施しています｡

実
じっ し

施している業
ぎょうむ

務は､次
つぎ

のとおりです｡

① 外
がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ

国人登録原票記載事項証明書、印
いんかんとうろくしょうめいしょ

鑑登録証明書、住
じゅうみんひょう

民票の写
うつ

し及
およ

び戸
こせき

籍に関
かん

する証
しょうめいしょ

明書の交
こうふ

付

② 印
いんかんとうろく

鑑登録の受
うけつけ

付（通
つうしょうめい

称名や併
へいきめい

記名の登
とうろく

録はできません。）

③ 国
こくみんけんこうほけん

民健康保険、長
ちょうじゅいりょう

寿医療、福
ふくしいりょうひ

祉医療費、国
こくみんねんきん

民年金及
およ

び児
じど う て あ て

童手当の受
うけつけ

付

（相
そうだんぎょうむ

談業務はできません。）

④ 市
しぜ い

税及
およ

び国
こくみんけんこうほけんぜい

民健康保険税の納
のうふ

付

⑤ 市
しぜ い

税に関
かん

する証
しょうめいしょ

明書の交
こうふ

付
＜注

ちゅう

1＞ 平
へいせい

成21年
ねん

４月
がつ

から午
ご ご

後0時
じ

～１時
じ

を除
のぞ

きます。

市
し

の機
き か ん

関の所
し ょ ざ い ち

在地・連
れ ん ら く さ き

絡先
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市
し や く し ょ

役所の組
そ し き

織

●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。

室
しつめい

名 電
でんわばんごう

話番号 場
ばしょ

所

設
せっけいしんさしつ

計審査室 84-5024

本
ほんちょうしゃ

庁舎

危
き き か ん り し つ

機管理室 84-5035

企
きかくせいさくぶ

画政策部

広
こうほうひしょしつ

報秘書室 84-5022

行
ぎょうせいかいかくしつ

政改革室 84-5023

企
きかくけいえいしつ

画経営室 84-5123

情
じょうほうけいかくとうけいしつ

報計画統計室 84-5029

総
そうむざいせいぶ

務財政部

法
ほうせいしつむしつ

制執務室 84-5033

人
じんざいいくせいしつ

材育成室 84-5031

財
ざいむしつ

務室 84-5025

契
けいやくちょうたつしつ

約調達室 84-5028

庁
ちょうしゃけんせつじゅんびしつ

舎建設準備室　※ 84-5148

市
し み ん ぶ

民部

市
しみんそうだん

民相談･協
きょうどうすいしんしつ

働推進室 84-5007

税
ぜいむしつ

務室 84-5010

収
しゅうのうたいさくしつ

納対策室 84-5009

保
ほけんねんきんしつ

険年金室 84-5005

戸
こせきしみんしつ

籍市民室 84-5003

市
しみ ん

民サービス室
しつ

96-1213 関
せきししょ

支所

98-0001 加
かぶとしゅっちょうじょ

太出張所

保
ほ け ん ふ く し ぶ

健福祉部

地
ちいきふくししつ

域福祉室 84-3315

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
子
こ

ども総
そうごうしえんしつ

合支援室 83-2425

高
こうれい

齢･障
しょうがいしえんしつ

害支援室 84-3313

健
けんこうすいしんしつ

康推進室 84-3316

環
かんきょうしんりんぶ

境森林部

環
かんきょうほぜんたいさくしつ

境保全対策室 84-5068 本
ほんちょうしゃ

庁舎

斎
さいじょうけんせつしつ

場建設室　※
82-8081 総

そうごうかんきょう

合環境センター
廃
はいきぶつたいさくしつ

棄物対策室

環
かんきょうしんりんほぜんしつ

境森林保全室 96-1349 関
せきししょ

支所

※平
へいせい

成２１年
ねん

４月
がつ

から廃
はいし

止されます。
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室
しつめい

名 電
でんわばんごう

話番号 場
ばしょ

所

産
さんぎょうけんせつぶ

業建設部

産
さんぎょう

業･観
かんこうしんこうしつ

光振興室 84-5049

本
ほんちょうしゃ

庁舎

農
のうせいしつ

政室 84-5048

まちづくり推
すいしんしつ

進室 84-5046

まちづくり整
せいびしつ

備室 84-5102

まちづくり保
ほぜんしつ

全室 84-5043

建
けんちくじゅうたくしつ

築住宅室 84-5038

上
じょうげすいどうぶ

下水道部

上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室 97-0621

関
せきししょ

支所上
じょうすいどうしつ

水道室 97-0622

下
げすいどうしつ

水道室 97-0623

関
せき

ロッジ 96-0029 関
せき

ロッジ

医
いりょう

療センター事
じむきょく

務局 83-0990 医
いりょう

療センター

出
すいとうしつ

納室 84-5013 本
ほんちょうしゃ

庁舎

教
きょういくいいんかいじむきょく

育委員会事務局 

教
きょういくそうむしつ

育総務室 84-5072

本
ほんちょうしゃ

庁舎

学
がっこうきょういくしつ

校教育室 84-5075

生
しょうがいがくしゅうしつ

涯学習室 84-5080

スポーツ振
しんこうしつ

興室 84-5079

まちなみ･文
ぶんかざいしつ

化財室 84-5078

図
としょかん

書館 82-0542 図
としょかん

書館

歴
れきしはくぶつかん

史博物館 83-3000 歴
れきしはくぶつかん

史博物館

消
しょうぼうほんぶ

防本部

消
しょうぼうそうむしつ

防総務室

82-0244 亀
かめやましょうぼうちょうしゃ

山消防庁舎
予
よぼうしつ

防室

情
じょうほうしれいしつ

報指令室

亀
かめやましょうぼうしょ

山消防署

関
せきしょうぼうしょ

消防署 96-1780 関
せきしょうぼうちょうしゃ

消防庁舎

議
ぎかいじむきょく

会事務局 84-5059

本
ほんちょうしゃ

庁舎

監
かんさいいんじむきょく

査委員事務局 84-5051

選
せんきょかんりいいんかいじむきょく

挙管理委員会事務局 84-5017

農
のうぎょういいんかいじむきょく

業委員会事務局 84-5048

公
こうへいいいんかい

平委員会 84-5033

土
とちかいはつこうしゃ

地開発公社 84-5129
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外
が い こ く じ ん

国人のためのサービス

■ 通
つうやく

訳
市
しやくしょほんちょうしゃ

役所本庁舎ではポルトガル語
ご

とスペイン語
ご

の、総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター「あいあい」ではポル
トガル語

ご

の通
つうやく

訳サービスを行っています。

また、市
しやくしょほんちょうしゃ

役所本庁舎には、通
つうやく

訳に直
ちょくせつ

接つながる電
でんわ

話があります。

電
でんわ

話　0595-82-9990

■ 外
がいこくごばんこうほう

国語版広報（かめやまニュース）【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　広
こうほうひしょしつ

報秘書室】　
毎
まいつき

月1回
かいひつよう

必要な情
じょうほう

報をポルトガル語
ご

※で発
はっこう

行しています。

■ 日
にほんごきょうしつ

本語教室　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　企
きかくけいえいしつ

画経営室】
市
しない

内に住
す

んでいる、又
また

は勤
きん む

務している外
がいこくじん

国人の方
かた

を対
たいしょう

象に、日
にほんごきょうしつ

本語教室を開
かいさい

催しています。

日
にちじ

時　毎
まいしゅうどようび

週土曜日　午
ご ご

後７時
じ

～午
ご ご

後８時
じ

30分
ふん

（年
ねんかんやく

間約40回
かい

）

場
ばしょ

所　亀
かめやましせいしょうねんけんしゅう

山市青少年研修センター

■ 亀
かめやまこくさいこうりゅう

山国際交流の会
かい

（ＫＩＦＡ）　
誰
だれ

もが対
たいとう

等な立
たち ば

場で交
こうりゅう

流することにより、互
たが

いの国
くに

の歴
れき し

史、文
ぶん か

化、環
かんきょうなど

境等を理
りか い

解しあい、学
まな

び
合
あ

い、国
こくさいじん

際人のこころとおもいやりを培
つちか

うことを理
りねん

念として国
こくさいこうりゅうかつどう

際交流活動をしている団
だんたい

体です。
外
がいこくりょうり

国料理の教
きょうしつ

室や交
こうりゅうかい

流会をしています。毎
まいつきだい

月第２火
か よ う び

曜日の午
ご ご

後７時
じ

30分
ふん

から亀
かめやまししみんきょうどう

山市市民協働セ
ンター「みらい」に集

あつ

まっています。

■ 外
がいこくじんたげんごそうだん

国人多言語相談（財
ざいだんほうじん

団法人　三
みえけんこくさいこうりゅうざいだん

重県国際交流財団（ＭＩＥＦ））
外
がいこくじん

国人の方
かた

が毎
まいにち

日の生
せいかつ

活の中
なか

で感
かん

じる疑
ぎも ん

問や相
そうだん

談に対
たいおう

応するため、英
えい ご

語、ポルトガル語
ご

、スペ
イン語

ご

、中
ちゅうごくご

国語、タガログ語
ご

、タイ語
ご

、インドネシア語
ご

で相
そうだん

談を行
おこな

っています。

電
でんわ

話　059-223-5006

※平
へいせい

成21年
ねん

から英
えいご

語が追
ついか

加されます。
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外
が い こ く じ ん と う ろ く

国人登録・印
い ん か ん と う ろ く

鑑登録

■ 外
がいこくじんとうろく

国人登録　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　戸
こせきしみんしつ

籍市民室】
日
にほ ん

本に在
ざいりゅう

留する外
がいこくじん

国人の方
かた

は、外
がいこくじんとうろくほう

国人登録法の規
きて い

定により、住
す

んでいる市
しちょうそん

町村で外
がいこくじんとうろく

国人登録を
しなければなりません。ただし、90日

にち

以
いな い

内に出
しゅっこく

国する場
ばあい

合は、必
ひつよう

要ありません。

外
がいこくじんとうろく

国人登録に関
かん

する申
しんせい

請の種
しゅるい

類は、次
つぎ

のとおりです。

申
しんせい

請の種
しゅるい

類 申
しんせいきかん

請期間 必
ひつよう

要なもの

入
にゅうこく

国したとき 90日
にち

以
いな い

内 パスポート・写
しゃしん

真２枚
まい

　※１参
さんしょう

照

出
しゅっこく

国したとき 手
てつづき

続なし

次
つぎ

の手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。
税
ぜい

（P14参
さんしょう

照）国
こくみんけんこうほけん

民健康保険（P18参
さんしょう

照）
児
じど う て あ て

童手当（P24参
さんしょう

照）
福
ふくしいりょうひ

祉医療費（P44参
さんしょう

照）

子
こ

どもが生
う

まれたとき 60日
にち

以
いな い

内
出
しゅっせいしょうめいしょ

生証明書・両
りょうしん

親の外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・
両
りょうしん

親のパスポート等
など

　※2参
さんしょう

照

転
てんにゅう

入したとき 新
あたら

しい居
いじゅうち

住地に住
す

み始
はじ

めた日
ひ

から14日
にち

以
いな い

内
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書　※2参
さんしょう

照
転
てんきょ

居したとき

転
てんしゅつ

出したとき 手
てつづき

続なし

次
つぎ

の手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。
税
ぜい

（P14参
さんしょう

照）国
こくみんけんこうほけん

民健康保険（P18参
さんしょう

照）
児
じど う て あ て

童手当（P24参
さんしょう

照）
福
ふくしいりょうひ

祉医療費（P44参
さんしょう

照）

在
ざいりゅうしかく

留資格、在
ざいりゅうきかん

留期間の変
へんこう

更
その事

じゆう

由が生
しょう

じた日
ひ

から14日
にち

以
いな い

内
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・パスポート等
など

職
しょくぎょう

業、勤
きんむさき

務先の変
へんこう

更
同
どうじょう

上
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・在
ざいしょくしょうめいしょ

職証明書等
など

氏
しめ い

名、国
こくせき

籍の変
へんこう

更 外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・パスポート等
など

　※2参
さんしょう

照

旅
りょけんばんごう

券番号、発
はっこうねんがっぴ

行年月日の変
へんこう

更
外
がいこくじんとうろく

国人登録の他
ほか

の申
しんせい

請を行
おこな

う
ときまで

外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・パスポート

世
せたいぬし

帯主、続
ぞくがら

柄の変
へんこう

更
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・パスポート等
など

（続
ぞくがら

柄の
確
かくにん

認できる書
しょるい

類）　※2参
さんしょう

照

氏
しめ い

名、生
せいねんがっぴ

年月日、性
せいべつ

別、
国
こくせき

籍の訂
ていせい

正
誤
あやま

りを発
はっけん

見した時
とき

、速
すみ

やかに
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・パスポート・
写
しゃしん

真２枚
まい

　※１参
さんしょう

照

紛
ふんしつ

失、盗
とうなん

難、滅
めっしつ

失
なくしたことを知

し

った日
ひ

から
14日

にち

以
いな い

内
パスポート・写

しゃしん

真２枚
まい

　※１参
さんしょう

照

登
とうろくじこうかくにん

録事項確認 確
かくにんきじゅんび

認基準日より30日
にち

以
いな い

内
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・パスポート・写
しゃしん

真２枚
まい

※１参
さんしょう

照

※ 1 写
しゃしん

真は、提
ていしゅつび

出日の6ヶ月
げつ

以
いな い

内に撮
さつえい

影された無
むぼう

帽・正
しょうめん

面かつ無
むはいけい

背景のもので大
おお

きさ縦
たて

4.5cm横
よこ

3.5cmのもの。
 （写

しゃしん

真の提
ていしゅつ

出は 16歳
さい

以
いじょう

上の方
かた

に限
かぎ

ります。）
※2 次

つぎ

の手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。
 国

こくみんけんこうほけん

民健康保険（P18参
さんしょう

照）、児
じどう て あ て

童手当（P24参
さんしょう

照）、福
ふくしいりょうひ

祉医療費（P44参
さんしょう

照）
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■ 戸
こせ き

籍の届
とどけで

出　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　戸
こせきしみんしつ

籍市民室】
日
に ほ ん

本に在
ざいりゅう

留する外
がいこくじん

国人の方
かた

は、子
こ

どもが生
う

まれたとき、結
けっこん

婚や離
り こ ん

婚をするとき、死
し ぼ う

亡したと
きなどには、戸

こ せ き

籍の届
とどけで

出が必
ひつよう

要です。主
おも

な届
とどけで

出は、次
つぎ

のとおりです。結
けっこん

婚や離
り こ ん

婚の届
とどけで

出のとき
には、虚

き ょ ぎ

偽の届
とどけで

出を防
ぼ う し

止するため、外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書などの身
みぶんしょうめいしょ

分証明書で本
ほんにんかくにん

人確認をさせてい
ただきます。

届
とどけで

出の種
しゅるい

類 届
とどけで

出の期
きかん

間 届
とどけでさき

出先 届
とどけでにん

出人 届
とどけで

出に必
ひつよう

要なもの

出
しゅっしょうとどけ

生届
生
う

まれた日
ひ

を含
ふく

めて
１４日

にち

以
いな い

内
父
ふ ぼ

母の住
じゅうしょち

所地、子
こ

ども
の出

しゅっせいち

生地のいずれか
父
ちち

または母
はは

届
とどけでしょ

出書
出
しゅっせいしょうめいしょ

生証明書
※ 届

とどけで

出に伴
ともな

って必
ひつよう

要
なもの
・母

ぼしけんこうてちょう

子健康手帳
・健
けんこうほけんしょう

康保険証
・保

ほごしゃめいぎ

護者名義の預
よきんつうちょう

金通帳
（郵
ゆうびんきょくいがい

便局以外）

死
しぼうとどけ

亡届
死
し ぼ う

亡した日
ひ

又
また

は死
し ぼ う

亡
したことを知

し

った日
ひ

から７日
にち

以
いな い

内

死
しぼ う

亡した人
ひと

の死
し ぼ う ち

亡地、
届
とどけで

出をする人
ひと

の住
じゅうしょ

所
地
ち

のいずれか

死
し ぼ う

亡した人
ひと

と同
どうきょ

居し
ている親

しんぞく

族、その他
ほか

の親
しんぞくなど

族等

届
とどけでしょ

出書
死
しぼうしんだんしょ

亡診断書

婚
こんいんとどけ

姻届
届
とどけで

出のあった日
ひ

から
効
こうりょく

力が生
しょう

じます
夫
おっとまた

又は妻
つま

の住
じゅうしょち

所地
夫
おっと

と妻
つま

（届
とどけでしょ

出書には、
成
せいじん

人の証
しょうにん

人が２
ふ た り

人
必
ひつよう

要です）

届
とどけでしょ

出書
※国

こくせき

籍により必
ひつよう

要な
ものが異

こと

なります。

離
りこんとどけ

婚届

話
はな

し合
あ

いによる離
り こ ん

婚
は、届

とどけで

出のあった日
ひ

から効
こうりょく

力が生じます
夫
おっとまた

又は妻
つま

の住
じゅうしょち

所地
夫
おっと

と妻
つま

（届
とどけでしょ

出書には、
成
せいじん

人の証
しょうにん

人が２
ふ た り

人
必
ひつよう

要です）

届
とどけでしょ

出書
※国

こくせき

籍により必
ひつよう

要な
ものが異

こと

なります。

裁
さいばん

判による離
り こ ん

婚は、
調
ちょうてい

停が成
せいりつ

立した日
ひ

又
また

は審
しんぱん

判・判
はんけつ

決が確
かくてい

定し
た日

ひ

から１０日
にち

以
いな い

内

夫
おっとまた

又は妻
つま

の住
じゅうしょち

所地
裁
さいばんしょ

判所に離
り こ ん

婚を申
もう

し
立
た

てた人
ひと

届
とどけでしょ

出書
調
ちょうていちょうしょ

停調書、審
しんぱんしょ

判書又
また

は判
はんけつしょ

決書の謄
とうほん

本及
およ

び
確
かくていしょうめいしょ

定証明書など

■ 印
いんかんとうろく

鑑登録　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　戸
こせきしみんしつ

籍市民室】
印
いんかんとうろく

鑑登録とは、住
す

んでいる市
し

で個
こじ ん

人の印
いんかん

鑑が登
とうろく

録されたものであることを公
おおやけ

に証
しょうめい

明するもので
す。印

いんかんとうろく

鑑登録をする場
ばあい

合は、登
とうろく

録する印
いんかん

鑑が必
ひつよう

要です。
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書に記
きさ い

載されている字
じた い い が い

体以外の印
いんかん

鑑で登
とうろく

録するときは、その字
じた い

体での通
つうしょうめい

称名登
とう

録
ろく

などが必
ひつよう

要です。
印
いんかん

鑑は、ローマ字
じ

やカタカナで作
つく

ったものでも可
かの う

能ですが、ゴムで出
で き

来たものや登
とうろく

録する人
ひと

の
名
なま え

前が入
はい

っていないものは登
とうろく

録できません。
また、１５歳

さいみまん

未満の人
ひと

は登
とうろく

録できません。
虚
きょ ぎ

偽の登
とうろく

録を防
ぼう し

止するため、外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書などの身
みぶんしょうめいしょ

分証明書で本
ほんにんかくにん

人確認をさせていただき
ます。
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■ 証
しょうめい

明　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　戸
こせきしみんしつ

籍市民室】
外
がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ

国人登録原票記載事項証明書や印
いんかんとうろくしょうめいしょ

鑑登録証明書を発
はっこう

行します。①～③は、郵
ゆうそう

送でも請
せいきゅう

求でき
ます。

主
おも

な証
しょうめいしょ

明書 手
てすうりょう

数料
発
はっこう

行しているところ

本
ほんちょうしゃ

庁舎 支
しし ょ

所 出
しゅっちょうじょ

張所 あいあい

①住
じゅうみんひょうとうほん

民票謄本・抄
しょうほん

本 200円
えん

〇 〇 〇 〇

②戸
こせきとうほん

籍謄本・抄
しょうほん

本
（全

ぜんぶじこうしょうめいしょ

部事項証明書・個
こじ ん じ こ う

人事項証
しょうめいしょ

明書・
一
いちぶじこうしょうめいしょ

部事項証明書）
450円

えん
〇 〇 〇 ×

③除
じょせきとうほん

籍謄本・原
げんこせきとうほん

戸籍謄本・
抄
しょうほん

本（全
ぜんぶじこうしょうめいしょ

部事項証明書・個
こ じ ん じ こ う

人事項
証
しょうめいしょ

明書・一
いちぶじこうしょうめいしょ

部事項証明書）
750円

えん
〇 〇 〇 ×

④印
いんかんとうろく

鑑登録 200円
えん

〇 〇 〇 ×

⑤印
いんかんとうろくしょうめいしょ

鑑登録証明書 200円
えん

〇 〇 〇 〇

⑥外
がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ

国人登録原票記載事項証明書 200円
えん

〇 〇 〇 ×

市
し

の税
ぜ い き ん

金

■ 種
しゅるい

類　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　税
ぜいむしつ

務室】
①市

しみんぜい

民税

市
しみんぜい

民税には、個
こじんしみんぜい

人市民税と法
ほうじんしみんぜい

人市民税があります。個
こじんしみんぜい

人市民税は、1月
がつ

1日
にち

現
げんざい

在で亀
かめやまし

山市に住
す

ん
でいる人

ひと

に課
かぜ い

税されます。法
ほうじんしみんぜい

人市民税は、法
ほうじん

人である企
きぎょう

業の収
しゅうえき

益に応
おう

じて課
かぜい

税されます。

②固
こていしさんぜい

定資産税

1月
がつ

1日
にち

現
げんざい

在で亀
かめやまし

山市に土
と ち

地、家
かおく

屋又
また

は償
しょうきゃくしさん

却資産を所
しょゆう

有している人
ひと

に課
かぜ い

税されます。

③都
としけいかくぜい

市計画税

1月
がつ

1日
にち

現
げんざい

在で亀
かめやまし

山市の都
としけいかくくいきない

市計画区域内に土
と ち

地又
また

は家
かお く

屋を所
しょゆう

有している人
ひと

に課
かぜ い

税されます。

④軽
けいじどうしゃぜい

自動車税

４月
がつ

1日
にち

現
げんざい

在でバイクや軽
けいじどうしゃなど

自動車等を亀
かめやまし

山市に登
とうろく

録している人
ひと

に課
かぜ い

税されます。

■ 納
のう ふ

付　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　収
しゅうのうたいさくしつ

納対策室】
市
しぜ い

税の納
のう ふ

付については、市
し

から納
のうふしょ

付書が送
そう ふ

付されますので、市
しやくしょ

役所や支
しし ょ

所、金
きんゆうきかん

融機関でお支
しは ら

払
いください。また、転

てんしゅつ

出するときや帰
きこ く

国するときは、納
のうふしょ

付書の送
そうふさき

付先を確
かくにん

認しますので、お問
と

い
合
あ

わせください。
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■



■ 証
しょうめい

明　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　税
ぜいむしつ

務室】
市
しぜい

税に関
かん

する証
しょうめいしょ

明書を発
はっこう

行します。①と②は、郵
ゆうそう

送でも請
せいきゅう

求できます。

■ 原
げんどうきつきじてんしゃ

動機付自転車の登
とうろくなど

録等　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　税
ぜいむしつ

務室】
原
げんどうきつきじてんしゃ

動機付自転車（排
はいきりょう

気量が125cc以
い か

下のもの）、小
こがたとくしゅじどうしゃ

型特殊自動車（農
のうこうさぎょうよう

耕作業用など）を買
か

った
とき、所

しょゆうしゃ

有者を変
へんこう

更するとき、廃
はいしゃ

車するときは手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。

■ 行
ぎょうせい

政サービスの制
せいげん

限　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　収
しゅうのうたいさくしつ

納対策室】
市
し

の税
ぜいきん

金や使
しようりょうなど

用料等の負
ふた ん

担の公
こうへいせい

平性を確
かく ほ

保するため、これらを納
のうきげん

期限までに完
かんのう

納していない場
ば

合
あい

は、市
し

が行
おこな

う補
ほじょきん

助金の交
こうふ

付などのサービスが制
せいげん

限されることがあります。

主
おも

な証
しょうめいしょ

明書等
など

手
てすうりょう

数料
発
はっこう

行しているところ

本
ほんちょうしゃ

庁舎 支
しし ょ

所 出
しゅっちょうじょ

張所 あいあい

①所
しょとくおよ

得及び納
のうぜい

税に関
かん

する証
しょうめい

明 200円
えん

〇 〇 〇 〇

②土
と ち

地、建
たてもの

物その他
た

物
ぶっけん

件に関
かん

する証
しょうめい

明 200円
えん

〇 〇 〇 〇

③固
こていしさんぜい

定資産税に関
かん

する図
ずめんなど

面等の閲
えつらん

覧 200円
えん

〇 × × ×

国
こ く み ん ね ん き ん

民年金

■ 国
こくみんねんきん

民年金とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
国
こくみんねんきん

民年金は、20歳
さい

から60歳
さい

までの人
ひと

で、商
しょうばい

売をしている人
ひと

、学
がくせい

生、会
かいしゃ

社で働
はたら

いている人
ひと

に扶
ふ

養
よう

されている配
はいぐうしゃ

偶者などが加
かにゅう

入し、保
ほけんりょう

険料を納
おさ

めること（ただし、扶
ふよ う

養されている配
はいぐうしゃ

偶者を除
のぞ

き
ます。）によって、65歳

さい

になったとき、障
しょう

がいを負
お

ったとき、死
しぼ う

亡したときに国
こくみんねんきん

民年金から共
きょうつう

通
の年
ねんきん

金が受
う

けられる制
せいど

度です。
なお、国

こくみんねんきん

民年金を納
おさ

めた期
きか ん

間または厚
こうせいねんきん

生年金の加
かにゅうきかん

入期間が６ヶ月
げついじょう

以上あり、帰
き こ く ご

国後２年
ねんいない

以内に
請
せいきゅう

求をすると一
いちじきん

時金が受
う

けられます。

●保
ほけんりょう

険料

国
こくみんねんきん

民年金に加
かにゅう

入すると、保
ほけんりょう

険料を納
のう ふ

付しなければなりません。社
しゃかいほけんじむしょ

会保険事務所から納
のうふしょ

付書が送
そう

付
ふ

されますので、金
きんゆうきかん

融機関やコンビニエンスストアで納
おさ

めてください。
なお、納

おさ

めることが著
いちじる

しく困
こんなん

難な人
ひと

には免
めんじょせいど

除制度があります。

－ 16 －



－ 17 －

■

■

■

■

●

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 × × ×



こんなとき 必
ひつよう

要なもの

加
かにゅう

入

入
にゅうこく

国したとき パスポート・外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書

20歳
さい

になったとき パスポート・外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書

会
かいしゃいん

社員や公
こうむいん

務員を退
たいしょく

職したとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・年
ねんきんてちょう

金手帳・
印
いんかん

鑑・退
たいしょくび

職日が確
かくにん

認できる書
しょるい

類

脱
だったい

退

厚
こうせいねんきんほけん

生年金保険や共
きょうさいくみあい

済組合に加
かにゅう

入したとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・年
ねんきんてちょう

金手帳・
印
いんかん

鑑・健
けんこうほけんしょう

康保険証又
また

は共
きょうさいくみあいしょう

済組合証

年
ねんきん

金を受
じゅきゅう

給している人
ひと

が死
しぼ う

亡したとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・年
ねんきんてちょう

金手帳・
印
いんかん

鑑など

種
しゅべつへんこう

別変更 会
かいしゃいん

社員の配
はいぐうしゃ

偶者の扶
ふよう

養でなくなったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・年
ねんきんてちょう

金手帳・
印
いんかん

鑑・扶
ふよう

養から外
はず

れた日
ひ

が確
かくにん

認できる書
しょるい

類

その他
ほか

住
じゅうしょ

所や氏
しめ い

名が変
か

わったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・年
ねんきんてちょう

金手帳・
印
いんかん

鑑

年
ねんきん

金を受
じゅきゅう

給している人
ひと

の住
じゅうしょ

所や年
ねんきんうけとりきんゆう

金受取金融
機
きかん

関が変
か

わったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・年
ねんきんてちょう

金手帳・
印
いんかん

鑑

国
こくみんねんきん

民年金を請
せいきゅう

求するとき 保
ほけんねんきんしつ

険年金室に問
と

い合
あ

わせてください。

●手
てつづき

続
次
つぎ

の場
ばあ い

合には、手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。

国
こ く み ん け ん こ う ほ け ん

民健康保険・長
ちょうじゅ

寿（後
こ う き こ う れ い し ゃ

期高齢者）医
い り ょ う せ い ど

療制度

■ 国
こくみんけんこうほけん

民健康保険とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
日
にほ ん

本では、病
びょうき

気やケガをしたときに安
あんしん

心して病
びょういん

院にいけるよう、医
いりょうほけん

療保険に加
かにゅう

入することに
なっています。国

こくみんけんこうほけん

民健康保険も医
いりょうほけん

療保険のひとつです。各
かくしょくば

職場の医
いりょうほけん

療保険に加
かにゅう

入している人
ひと

など
を除

のぞ

き、国
こくみんけんこうほけん

民健康保険に加
かにゅう

入することになります。
外
がいこくじんとうろく

国人登録をしていて1年
ねんいじょう

以上の在
ざいりゅうきかん

留期間がある人
ひと

は、原
げんそく

則として加
かにゅう

入しなければなりません。
通
つういん

院・入
にゅういん

院したときに被
ひほけんしゃしょう

保険者証を持
じさ ん

参すると、費
ひよ う

用の一
いち ぶ

部が負
ふた ん

担され、出
しゅっさん

産したときや死
しぼ う

亡
して葬

そうしき

式をしたときに費
ひよう

用の一
いちぶ

部が支
しきゅう

給されます。

●保
ほけんぜい

険税
国
こくみんけんこうほけん

民健康保険に加
かにゅう

入すると、保
ほけんぜい

険税を納
のう ふ

付しなければなりません。市
しやくしょ

役所から納
のうふしょ

付書が送
そう ふ

付さ
れますので、市

しやくしょ

役所や支
ししょ

所、金
きんゆうきかん

融機関で納
おさ

めてください。
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こんなとき 必
ひつよう

要なもの

加
かにゅう

入

他
ほか

の市
しちょうそん

町村から転
てんにゅう

入してきたとき パスポート・外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑

職
しょくば

場の健
けんこうほけん

康保険をやめたとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
職
しょくば

場の健
けんこうほけん

康保険をやめた証
しょうめいしょ

明書

子
こ

どもが生
う

まれたとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証・母
ぼして ち ょ う

子手帳

生
せいか つ ほ ご

活保護を受
う

けなくなったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
生
せいかつほごはいしけっていつうちしょ

活保護廃止決定通知書

脱
だったい

退

他
ほか

の市
しちょうそん

町村へ転
てんしゅつ

出するとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証

職
しょくば

場の健
けんこうほけん

康保険に加
かにゅう

入したとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証・加
かにゅう

入した職
しょくば

場の健
けんこうほけんしょう

康保険証

死
しぼう

亡したとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証

生
せい か つ ほ ご

活保護を受
う

けるようになったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証・生
せいかつほごかいしけっていつうちしょ

活保護開始決定通知書

その他
ほか

退
たいしょくしゃいりょうせいど

職者医療制度の対
たいしょう

象となったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証・年
ねんきんしょうしょ

金証書

住
じゅうしょ

所、世
せたいぬし

帯主、氏
しめいなど

名等が変
か

わったとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証

保
ほけんしょう

険証を紛
ふんしつ

失したとき パスポート・外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑

就
しゅうがく

学のため、子
こ

どもが他
ほか

の市
しちょうそん

町村に住
す

むとき
パスポート・外

がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証・在
ざいがくしょうめいしょ

学証明書

●手
てつづき

続
次
つぎ

の場
ばあ い

合には手
てつづき

続が必
ひつよう

要ですので、必ず14日
にちいない

以内に届
とどけで

出をしてください。

事
じぎょう

業 対
たいしょうしゃ

象者

特
とくていけんこうしんさ

定健康診査・特
とくていほけんしどう

定保健指導（高
こうけつあつ

血圧・糖
とうにょうびょう

尿病など
を防

ふせ

ぐための健
けんしん

診や指
しどう

導を行
おこな

います。）
40歳

さい

から74歳
さい

までの被
ひほけ ん し ゃ

保険者

人
にんげん

間ドック 30歳
さい

以
いじょう

上の被
ひほ け ん し ゃ

保険者

脳
のう

ドック 40歳
さい

以
いじょう

上の被
ひほ け ん し ゃ

保険者

■ 保
ほけんじぎょう

健事業　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
国
こくみんけんこうほけん

民健康保険では、被
ひほ け ん し ゃ

保険者の健
けんこう

康の保
ほじ ぞ う し ん

持増進のため、次
つぎ

の事
じぎょう

業を実
じっ し

施しています。実
じっ し

施につ
いては、市

し

の広
こうほう

報で案
あんない

内します。
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■ 長
ちょうじゅ

寿（後
こうきこうれいしゃ

期高齢者）医
いりょうせいど

療制度とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
国
こくみんけんこうほけん

民健康保険と同
どうとう

等の医
いりょうほけん

療保険のひとつで、75歳
さいいじょう

以上の人
ひと

（65歳
さいいじょう

以上で一
いってい

定の障
しょう

がいがある
人
ひと

を含
ふく

みます。）が対
たいしょう

象です。
医
いりょう

療を受
う

けたときの自
じ こ ふ た ん が く

己負担額は、医
いりょうひ

療費の１割
わり

（所
しょとく

得によっては３割
わり

）の金
きんがく

額です。75歳
さい

の
誕
たんじょうび

生日の前
まえ

に被
ひほけんしゃしょう

保険者証が送
そうふ

付されます。

●保
ほけんりょう

険料
保
ほけんりょう

険料は、個
こじ ん

人ごとに年
ねんきん

金から天
てん び

引きされるか、市
し

から納
のうふしょ

付書が送
そう ふ

付されますので市
しやくしょ

役所や
支
ししょ

所、金
きんゆうきかん

融機関でお支
しはら

払いください。

●手
てつづき

続
次
つぎ

の場
ばあ い

合には、手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。

■ 保
ほけんじぎょう

健事業　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
被
ひほ け ん し ゃ

保険者の健
けんこう

康の保
ほじ ぞ う し ん

持増進のため、健
けんこうしんさ

康審査や人
にんげん

間ドック、脳
のう

ドックを実
じっ し

施しています。実
じっ し

施
については、市

し

の広
こうほう

報で案
あんない

内します。

　　 こんなとき 必
ひつよう

要なもの

加
かにゅう

入

他
ほか

の都
とど う ふ け ん

道府県から転
てんにゅう

入してきたとき
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
負
ふたんくぶんしょうめいしょとう

担区分証明書等

一
いっていいじょう

定以上の障
しょう

がいのある人
ひと

が６5歳
さいいじょう

以上になったとき

又は65歳
さい

～74歳
さい

の人
ひと

で一
いっていいじょう

定以上の障
しょう

がいのある状
じょう

態
たい

になったときでいずれもこの制
せいど

度に加
かにゅう

入するとき

外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
身
しんたいしょうがいしゃてちょうとう

体障害者手帳等

生
せいか つ ほ ご

活保護を受
う

けなくなったとき
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
生
せいかつほごはいしけっていつうちしょ

活保護廃止決定通知書

脱
だったい

退

他
ほか

の都
とど う ふ け ん

道府県へ転
てんしゅつ

出するとき
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証

死
しぼ う

亡したとき
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証

生
せい か つ ほ ご

活保護を受
う

けるようになったとき
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証・生
せいかつほごかいしけってい

活保護開始決定
通
つうちしょ

知書

その他
ほか

保
ほけんしょう

険証を紛
ふんしつ

失したとき 外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑

三
みえ け ん な い

重県内で住
じゅうしょ

所が変
か

わったとき
外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・印
いんかん

鑑・
保
ほけんしょう

険証
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児
じ ど う

童に関
か ん

する給
き ゅ う ふ

付

■ 児
じど う て あ て

童手当とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
出
しゅっせい

生から12歳
さい

（12歳
さい

になって初
はじ

めての３月
がつ

31日
にち

まで）の児
じど う

童を養
よういく

育している方
かた

に対
たい

し２月
がつ

、
６月

がつ

、10月
がつ

に支
しきゅう

給されます。この制
せいど

度には、所
しょとく

得の制
せいげん

限があります。

●手
てつづき

続
次
つぎ

の場
ばあ い

合には、手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。

■ 出
しゅっしょういわいきん

生祝金・誕
たんじょうびいわいきん

生日祝金とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
出
しゅっしょういわいきん

生祝金は、３人
にん め い こ う

目以降の児
じど う

童が生
う

まれた月
つき

の翌
よくげつ

月に保
ほ ご し ゃ

護者に贈
おく

られます。誕
たんじょうびいわいきん

生日祝金は、３
人
にん め い こ う

目以降の児
じど う

童（６歳
さい

になって初
はじ

めての３月
がつ

31日
にち

までの児
じど う

童）を養
よういく

育している保
ほ ご し ゃ

護者に誕
たんじょうづき

生月の
初
しょにち

日に贈
おく

られます。

●手
てつづき

続
次
つぎ

の場
ばあ い

合には、手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。

■ 児
じど う ふ よ う て あ て

童扶養手当　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
離
りこんなど

婚等により父
ちちおや

親と生
せいけい

計をともにしていない児
じど う

童の母
はは

、父
ちちおや

親に重
じゅうど

度の障
しょう

がいがある児
じど う

童の母
はは

、
母
ははおや

親に代
か

わって児
じど う

童を養
よういく

育している人
ひと

に支
しきゅう

給されます。対
たいしょうじどう

象児童は、出
しゅっせい

生から18歳
さい

（18歳
さい

に
なって初

はじ

めての３月
がつ

31日
にち

まで）の児
じどう

童です。この制
せいど

度には所
しょとく

得制
せいげん

限があります。

■ 児
じど う

童に対
たい

する給
きゅうふ

付　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
●一

ひとりおやかてい

人親家庭児
じどうこうとうがっこうとうつうがくひえんごきんしきゅうじぎょう

童高等学校等通学費援護金支給事業

一
ひとりおやかてい

人親家庭の19歳
さい

までの子
こ

どもが高
こうこうなど

校等に通
つうがく

学の場
ばあい

合、通
つうがくうんちん

学運賃を助
じょせい

成します。

●交
こうつういじえんごきんしきゅうじぎょう

通遺児援護金支給事業

交
こうつ う じ こ

通事故により親
おや

を失
うしな

った17歳
さい

までの子
こ

どもの保
ほ ご し ゃ

護者に毎
まいつきえんごきん

月援護金を給
きゅうふ

付します。

内
ないよう

容 必
ひつよう

要なもの

認
にんてい

定の請
せいきゅう

求をするとき
請
せいきゅう

求する人
ひと

と児
じど う

童のパスポートと外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・
印
いんかん

鑑・健
けんこう

康保
ほけんしょう

険証・保
ほ ご し ゃ

護者の通
つうちょう

帳など

転
てんしゅつ

出するとき 印
いんかん

鑑

内
ないよう

容 必
ひつよう

要なもの

請
せいきゅう

求するとき
請
せいきゅう

求する人
ひと

と児
じど う

童のパスポートと外
がいこくじんとうろくしょうめいしょ

国人登録証明書・
印
いんかん

鑑・保
ほ ご し ゃ

護者の通
つうちょう

帳

転
てんしゅつ

出するとき 印
いんかん

鑑
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保
ほ

　育
い く

■ 保
ほいくしょ

育所とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
保
ほいくしょ

育所は、保
ほ ご し ゃ

護者の就
しゅうろう

労などにより、家
かて い

庭で保
ほい く

育ができない場
ばあ い

合に、0歳
さい

から6歳
さい

（小
しょうがっこうしゅうがく

学校就学
前
まえ

）までの子
こ

どもを預
あず

かる施
しせつ

設です。利
りよう

用には、保
ほいくりょう

育料がかかります。

●手
てつづき

続
4月
がつ

1日
にち

から入
にゅうしょ

所を希
きぼ う

望するときは、市
し

の広
こうほうし

報紙で案
あんない

内をします。途
とちゅう

中から入
にゅうしょ

所を希
きぼ う

望するとき
は、随

ずいじうけつけ

時受付を行
おこな

っていますので、地
ちいきふくししつ

域福祉室、市
しみ ん

民サービス室
しつ

、希
きぼ う

望する保
ほいくしょ

育所に問
と

い合
あ

わ
せてください。

●所
しょざいち

在地
巻
かんとう

頭の施
しせついちらん

設一覧を参
さんしょう

照してください。

■ 保
ほい く

育サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
ブックスタート事

じぎょう

業

２ヶ月
げつ

になった子
こ

どもに、日
に ほ ん ご

本語の絵
えほん

本を３冊
さつわた

渡します。

■ 託
たく じ

児ボランティア　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
子
こそ だ

育てをしている人
ひと

がイベントに参
さん か

加するときや一
いちじてき

時的に保
ほい く

育が困
こんなん

難なとき、代
か

わって保
ほい く

育を
行
おこな

います。

●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。

ボランティアの名
なまえ

前 内
ないよう

容 電
でんわばんごう

話番号

子
こそだ

育て支
しえん

援かめのこ イベントのときに託
たくじ

児をします。 ８２－９７５５

託
たくじ

児ルームひよこ
託
たく じ

児ルームでの一
いちじあず

時預かりやイベントの
ときに託

たくじ

児をします。
８２－８５１２

幼
よ う

　稚
ち

　園
え ん

■ 幼
ようちえん

稚園とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　教
きょういくそうむしつ

育総務室】
3歳
さい

から6歳
さい

（小
しょうがっこうしゅうがく

学校就学前
まえ

）までの児
じど う

童を対
たいしょう

象として、集
しゅうだんせいかつ

団生活を通
とお

して子
こ

ども達
たち

が遊
あそ

びや
活
かつどう

動を創
そうぞう

造し、互
たが

いの力
ちから

を発
はっき

揮するよう援
えんじょ

助する幼
ようじきょういくしせつ

児教育施設です。利
りよう

用には、保
ほいくりょう

育料が必
ひつよう

要です。

●手
てつづき

続

4月
がつ

1日
にち

から入
にゅうしょ

所を希
きぼ う

望するときは、市
し

の広
こうほうし

報紙で案
あんない

内をします。途
とちゅう

中から入
にゅうしょ

所を希
きぼ う

望するとき
は、随

ずいじうけつけ

時受付を行
おこな

っていますので、教
きょういくそうむしつ

育総務室、希
きぼう

望する幼
ようちえん

稚園に問
と

い合
あ

わせてください。

●所
しょざいち

在地
巻
かんとう

頭の施
しせついちらん

設一覧を参
さんしょう

照してください。
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小
しょうがっこう

学校・中
ちゅうがっこう

学校

■ 小
しょうがっこう

学校・中
ちゅうがっこう

学校　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　学
がっこうきょういくしつ

校教育室】
日
にほ ん

本の教
きょういく

育は、小
しょうがっこう

学校から中
ちゅうがっこう

学校までの９年
ねんかん

間が義
ぎむきょういく

務教育となっています。日
にほ ん

本の国
こくせき

籍を持
も

つ
子
こ

どもには、教
きょういくいいんかい

育委員会から就
しゅうがくつうち

学通知が送
おく

られますので、記
きさい

載された学
がっこう

校に4月
がつ

に入
にゅうがく

学することに
なります。
また、外

がいこくせき

国籍の子
こ

どもで、入
にゅうがく

学する年
とし

の1月
がつ

から亀
かめやまし

山市に住
す

んでいる子
こ

どもには、教
きょういくいいんかい

育委員会か
ら入
にゅうがくつうち

学通知が送
そうふ

付されます。
亀
かめやまし

山市に転
てんにゅう

入したときや市
しな い

内で住
じゅうしょ

所を異
いど う

動したときは、学
がっこうきょういくしつ

校教育室に問
と

い合
あ

わせてください。
亀
かめやまし

山市から転
てんしゅつ

出するときは、転
てんしゅつ

出することを予
あらかじ

め学
がっこう

校に伝
つた

えてください。

●所
しょざいち

在地

巻
かんとう

頭の施
しせついちらん

設一覧を参
さんしょう

照してください。

■ 学
がくどうほいくしょ

童保育所　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
授
じゅぎょう

業の終
しゅうりょうご

了後と、春
はるやす

休み、夏
なつやす

休み、冬
ふゆやす

休み期
きかんちゅう

間中に、保
ほ ご し ゃ

護者が仕
しご と

事の都
つご う

合などで家
かて い

庭にいない
場
ばあ い

合に、小
しょうがっこう

学校に就
しゅうがく

学しているおおむね10歳
さいみまん

未満の児
じど う

童が利
りよ う

用する施
しせ つ

設です。利
りよ う

用には申
もう

し込
こ

み
と料

りょうきん

金が必
ひつよう

要です。

●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。

名
めいしょう

称 所
しょざいち

在地 電
でんわばんごう

話番号

井
いだがわしょうがっこうくがくどうほいくしょ

田川小学校区学童保育所 みどり町
ちょう

５３―６ ８２－８４３１

亀
かめやまひがししょうがっこうくがくどうほいくしょ

山東小学校区学童保育所 本
ほんまち

町一
いっちょうめ

丁目９―９ ８２－４４７７

関
せきしょうがっこうくがくどうほいくしょ

小学校区学童保育所 関
せきちょうこざき

町木崎８６４―１ ９６－２１２２

学
がくどうほいくしょ

童保育所ルンビニ児
じどうかん

童館 両
ふた お

尾町
ちょう

２１９３ ８５－８０３０

川
かわさきしょうがっこうくがくどうほいくしょ

崎小学校区学童保育所 能
の ぼ の

褒野町
ちょう

８９－１ ８５－３４００

昼
ひるおしょうがっこうくがくどうほいくしょ

生小学校区学童保育所 中
なかのしょうちょう

庄町７５２－２ ８２－３０２２
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■ 健
けんこうぞうしん

康増進サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　健
けんこうすいしんしつ

康推進室】
①健
けんこうてちょう

康手帳の交
こうふ

付

健
けんこうてちょう

康手帳とは、健
けんこうしんさ

康診査の結
けっ か

果や自
じぶ ん

分の健
けんこうじょうたい

康状態を記
きろ く

録するもので、自
みずか

らの健
けんこうかんり

康管理や医
いりょうき

療機
関
かん

にかかるときに役
やく

に立
た

つものです。健
けんこうすいしんしつ

康推進室か健
けんこう

康づくり関
せき

センターで40歳
さい

以
いじょう

上の希
きぼ う

望す
る人
ひと

に交
こう ふ

付しています。

②健
けんこうきょういく

康教育

生
せいかつしゅうかんびょう

活習慣病の予
よぼう

防、介
かいご よ ぼ う

護予防や健
けんこう

康づくりについて研
けんしゅうかい

修会などを行
おこな

っています。

③健
けんこうそうだん

康相談

生
せいかつしゅうかんよぼう

活習慣予防・介
かいご よ ぼ う

護予防や健
けんこう

康づくりに関
かん

する相
そうだん

談を受
う

けています。

④健
けんこうしんさ

康診査

生
せいかつしゅうかんびょう

活習慣病を早
はや

く発
はっけん

見するため、日
ひご ろ

頃の生
せいかつしゅうかん

活習慣を見
みな お

直す機
きか い

会を持
も

つため、検
けんしん

診を実
じっ し

施しま
す。検

けんしん

診の内
ないよう

容は各
かくしゅ

種がん健
けんしん

診と骨
こつ

粗
そ

しょう症
しょう

検
けんしん

診、肝
かんえん

炎ウィルス検
けんしん

診などですが、詳
くわ

しい
内
ないよう

容は、広
こうほう

報で確
かくにん

認してください。

⑤健
けんこう

康・運
うんどうそうだん

動相談

「あいあい」1階
かい

のトレーニングルームで、健
けんこう

康運
うんどう

動指
し ど う し

導士による相
そうだん

談を実
じっし

施します。
　　

■ 母
ぼ し

子保
ほけ ん

健サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　健
けんこうすいしんしつ

康推進室】
出
しゅっさん

産前
ぜん ご

後のお母
かあ

さんや子
こ

どもに対
たい

するサービスは、次
つぎ

のとおりです。詳
くわ

しい内
ないよう

容は、広
こうほう

報で確
かく

認
にん

してください。

事
じぎょうめい

業名 内
ないよう

容

妊
にんしん

娠期
き

交
こう ふ

付
母
ぼ し

子健
けんこうてちょう

康手帳・
母
ぼ し

子保
ほけ ん

健のしおりの交
こうふ

付

妊
にんしんとどけ

娠届を提
ていしゅつ

出された人
ひと

に交
こう ふ

付します。
※母

ぼ し

子健
けんこうてちょう

康手帳
妊
にんしんちゅう

娠中のお母
かあ

さんと赤
あか

ちゃんの生
う

まれるまで
と生

う

まれてからの成
せいちょう

長を記
きろく

録する手
てちょう

帳です。
※母

ぼ し

子保
ほけ ん

健のしおり
妊
にんぷ

婦や赤
あか

ちゃんの健
けんしん

診の補
ほじょけん

助券がついてい
ます。

健
けんしん

診 妊
にん ぷ

婦健
けんこう

康診
しん さ

査

母
ぼ し

子の健
けんこう

康の保
ほ じ

持増
ぞうしん

進のため、妊
にんしんちゅう

娠中の異
いじょう

常
を早

そう き

期に発
はっけん

見し、適
てきせつ

切な対
たいおう

応ができるように
検
けんしん

診を行
おこな

います。
母
ぼ し

子保
ほけ ん

健のしおりにある「妊
にん ぷ

婦一
いっぱん

般健
けんこう

康診
しん さ

査
票
ひょう

」を利
りよ う

用して県
けんないいりょうきかんなど

内医療機関等で受
じゅしん

診してく
ださい。

教
きょうしつ

室

妊
にんぷきょうしつ

婦教室
講
こう わ

話や実
じつ ぎ

技を通
つう

じて、参
さんかしゃどうし

加者同士の仲
なか ま

間づく
りを支

しえん

援します。

パパママ教
きょうしつ

室
お父

とう

さんになる人
ひと

が中
ちゅうしん

心の教
きょうしつ

室で、赤
あか

ちゃん
をお風

ふ ろ

呂にいれる練
れんしゅう

習や妊
にん ぷ

婦シミュレーター
の着
ちゃくよう

用をして体
たいけん

験をします。

健
け ん

　康
こ う
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事
じぎょうめい

業名 内
ないよう

容

乳
にゅうようじき

幼児期

訪
ほうもん

問 新
しんせいじ

生児訪
ほうもん

問
新
しんせいじ

生児期
き

のお子
こ

さんとお母
かあ

さんの健
けんこう

康チェッ
ク、育

いく じ

児や産
さん ご

後の健
けんこうかんり

康管理などについて家
かて い

庭
訪
ほうもん

問し、相
そうだん

談に応
おう

じます。

健
けんしん

診

・4か月
げつじ

児健
けんこうしんさ

康診査
・10か月

げつじ

児健
けんこうしんさ

康診査

異
いじょう

常を早
そう き

期に発
はっけん

見し、適
てきせつ

切な援
えんじょ

助を行
おこな

い、乳
にゅう

児
じ

の健
けんこう

康の保
ほじ ぞ う し ん

持増進を図
はか

ります。母
ぼ し

子保
ほけ ん

健の
しおりにある「乳

にゅうじ

児一
いっぱん

般健
けんこうしんさひょう

康診査票」を利
りよ う

用
して、県

けんない

内医
いりょうきかん

療機関で受
じゅしん

診してください。

・１歳
さい

６か月
げつじ

児健
けんこうしんさ

康診査
・３歳

さい

児
じ

健
けんこうしんさ

康診査
総
そうごうてき

合的な健
けんこうしんさ

康診査を実
じっ し

施し、適
てきせつ

切な支
しえ ん

援を行
おこな

います。対
たいしょう

象となる月
つき

に通
つう ち

知します。

教
きょうしつ

室

２か月
げつじ

児あいあいっこ教
きょうしつ

室
母
ぼ し

子保
ほけ ん

健サービスについての説
せつめい

明や保
ほ ご し ゃ

護者同
どう

士
し

の交
こうりゅう

流を図
はか

ります。

離
りにゅうしょくきょうしつ

乳食教室
講
こう わ

話や実
じつえん

演を通
つう

じて離
りにゅうしょく

乳食づくりを支
しえ ん

援しま
す。

歯
し か ほ け ん

科保健教
きょうしつ

室
幼
よう じ

児の口
こうこうない

腔内の健
けんこう

康チェックや歯
しか そ う だ ん

科相談を行
おこな

います。

健
けんしんご

診後の親
おやこきょうしつ

子教室
健
けんしんご

診後の様
よう す

子を見
みま も

守っていくとともに、保
ほ ご

護
者
しゃ

同
どう し

士の交
こうりゅう

流を図
はか

り、支
しえん

援を行
おこな

います。

相
そうだん

談

育
いくじそうだん

児相談
日
ひご ろ

頃の育
いく じ

児の状
じょうきょう

況で気
き

になることや心
しんぱい

配なこ
となどの相

そうだん

談や身
しんたいけいそく

体計測を行
おこな

います。

言
げんごちょうかくし

語聴覚士による個
こべつそうだん

別相談
言
げん ご

語に関
かん

して個
こべ つ

別の関
かか

わりを必
ひつよう

要とする子
こ

に
対
たい

して、個
こべつそうだん

別相談・助
じょげん

言を行います。
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■ 予
よぼうせっしゅ

防接種　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　健
けんこうすいしんしつ

康推進室】
感
かんせんしょう

染症の発
はっせい

生や流
りゅうこう

行を防
ふせ

ぐため、日
にほ ん

本では一
いってい

定の年
ねんれいき

齢期に予
よぼうせっしゅ

防接種を実
じっ し

施しています。その内
ない

容
よう

は次
つぎ

のとおりで、無
むりょう

料で受
う

けられます。

■ 予
よぼうせっしゅひようじょせいせいど

防接種費用助成制度　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　健
けんこうすいしんしつ

康推進室】
次
つぎ

の予
よぼうせっしゅ

防接種の費
ひよう

用については、助
じょせいせいど

成制度があります。詳
くわ

しくはお問
と

い合
あ

わせください。

　インフルエンザ　水
すいとう

痘　おたふくかぜ　ＢＣＧ　麻
ま

しん・風
ふう

しん　肺
はいえん

炎球
きゅうきん

菌

区
くぶん

分 予
よぼうせっしゅ

防接種の種
しゅるい

類 対
たいしょうねんれい

象年齢 回
かいすう

数 備
びこ う

考

乳
にゅうようじ

幼児
児
じど う

童
生
せい と

徒
等
など

ＢＣＧ 生
せいご

後～6か月
げつ

未
みま ん

満 1回
かい

ＤＰＴ
　ジフテリア
　破
はしょうふう

傷風
　百

ひゃくにちぜき

日咳

1期
きしょかい

初回
生
せい ご

後３～90か月
げつ

未
みま ん

満
1期
きしょかいしゅうりょうごまん

初回終了後満1年
ねんいこう

以降（生
せいご

後90か月
げつみまん

未満）

３回
かい

1期
き つ い か

追加 １回
かい 1期

きしょかい

初回終
しゅうりょうご

了後満
まん

1年
ねんいこう

以降
（生
せいご

後90か月
げつ

未
みまん

満）

ＤＴ ２  期
き

11歳
さい

以
いじょう

上13歳
さい

未
みま ん

満 1回
かい

ポリオ 生
せいご

後３～90か月
げつ

未
みま ん

満 ２回
かい

ＭＲ 
　麻

ま

しん 
　風

ふう

しん

第
だい

1期
き

生
せい ご

後１2～24か月
げつ

未
みま ん

満 
※満
まん

1歳
さい

になったら、できるだけ早
そうき

期に接
せっしゅ

種
しましょう

1回
かい

第
だい

2期
き 5歳

さい

以
いじょう

上7歳
さい

未
みまん

満の子
こ

であって小
しょうがっこうしゅうがくぜんねん

学校就学前年
4月
がつ

1日
にち

から就
しゅうがくねん

学年3月
がつ

31日
にち

まで
1回

かい

第
だい

3期
き

13歳
さい

・中
ちゅうがく

学1年
ねんせい

生相
そうとう

当　 1回
かい 平

へいせい

成20～２４
年
ね ん ど

度の５年
ねんかん

間
時
じげ ん そ う ち

限装置第
だい

4期
き

18歳
さい

・高
こうこう

校3年
ねんせい

生相
そうとう

当　 1回
かい

日
にほんのうえん

本脳炎

1期
き

初
しょかい

回

生
せい ご

後36～90か月
げつ

未
みま ん

満

２回
かい

1期
き

追
つい か

加 １回
かい 1期

き

終
しゅうりょうご

了後概
おおむ

ね1年
ねん

以
いこう

降
（生
せいご

後90か月
げつ

未
みまん

満）

２  期
き

９～13歳
さい

未
みま ん

満 １回
かい

高
こうれいしゃ

齢者 インフルエンザ 65歳
さい

以
いじょう

上 期
きかんちゅう

間中 1回
かい
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高
こ う れ い し ゃ

齢者福
ふ く し

祉

■ 高
こうれいしゃ

齢者の福
ふくし

祉サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　高
こうれい

齢・障
しょうがい

害支
しえんしつ

援室】
高
こうれいしゃ

齢者に対
たい

するサービスは、次
つぎ

のようなものがあります。内
ないよう

容については変
へんこう

更する場
ばあ い

合があり
ますので、詳

くわ

しくはお問
と

い合
あ

わせください。

サービス名
めい

内
ないよう

容

訪
ほうもん

問理
り び よ う

美容サービス 対
たいしょうしゃ

象者の家
いえ

への理
り び よ う し

美容師の出
しゅっちょう

張経
けい ひ

費を助
じょせい

成します。

住
じゅうたく

宅の改
かいしゅうほじょ

修補助 自
じたく

宅での生
せいかつ

活を安
あんぜん

全で快
かいてき

適にするための住
じゅうたくかいしゅう

宅改修にかかる費
ひよう

用の一
いちぶ

部を助
じょ

成
せい

します。

緊
きんきゅう

急通
つうほう

報装
そう ち

置の設
せっち

置
自
じた く

宅で急
きゅう

に身
から だ

体の具
ぐあ い

合が悪
わる

くなったときなどにボタンを押
お

すだけで緊
きんきゅう

急連
れん

絡
らく

を取
と

ることができる装
そうち

置を無
むりょう

料で貸
たいよ

与します。

福
ふくし

祉電
でん わ

話の貸
たいよ

与 安
あん ぴ

否の確
かくにん

認を行う必
ひつよう

要がある人
ひと

に電
でん わ

話を貸
たいよ

与します。

家
かぞく

族への介
かいご

護慰
いろうきん

労金
高
こうれいしゃ

齢者を介
かい ご

護している家
かぞ く

族の方
かた

へ条
じょうけん

件を満
み

たした場
ばあ い

合年
ねんかん

間 10万
まんえん

円を助
じょせい

成
します。

生
せいかつ

活習
しゅうかん

慣等
など

の習
しゅうとく

得支
しえ ん

援
（ショートステイ）

介
かい ご

護が必
ひつよう

要な状
じょうたい

態になることを防
ぼう し

止するため、短
たんきかん

期間、施
しせ つ

設に宿
しゅくはく

泊し基
きほ ん

本
的
てき

な生
せいかつしゅうかん

活習慣を身
み

につけるよう支
しえん

援します。

成
せいねんこうけん

年後見制
せいど

度の利
りよう

用助
じょせい

成 成
せいねんこうけん

年後見制
せいど

度の申
もうしたて

立に要
よう

する費
ひよう

用の一
いちぶ

部を助
じょせい

成します。

成
せいねんこうけん

年後見制
せいど

度の利
りよう

用支
しえ ん

援
成
せいねんこうけん

年後見の審
しんぱん

判の申
もうしたて

立を行
おこな

います。また、後
こうけんにん

見人等
など

に対する報
ほうしゅう

酬に係
かか

る費
ひ

用
よう

を負
ふた ん

担します。

高
こうれいしゃ

齢者生
い

きがい活
かつどう

動支
しえ ん

援通
つうしょ

所
介
かい ご

護予
よぼ う

防支
しえ ん

援センターに通
つうしょ

所し、各
かくしゅ

種サービスを受
う

けることにより、孤
こど く

独
感
かん

の解
かいしょう

消、健
けんこう

康づくり等
など

を推
すいしん

進し、要
よう

介
かいごじょうたい

護状態になることを予
よぼう

防します。

軽
けいど

度生
せいかつ

活援
えんじょ

助 軽
けい ど

度生
せいかつ

活援
えんじょいん

助員による、日
にちじょうてき

常的な生
せいかつしえん

活支援を行
おこな

います。

介
かいご

護用
ようひん

品の支
しきゅう

給
在
ざいたく

宅で、常
じょうじ

時おむつを必
ひつよう

要とする高
こうれいしゃ

齢者を対
たいしょう

象に、おむつを支
しきゅう

給します。
自
じたく

宅まで配
はいたつ

達し、回
かいしゅう

収も行
おこな

います。

日
にちじょう

常生
せいかつ

活用
よう ぐ

具の給
きゅうふ

付
寝
ね

たきりやひとり暮
ぐ

らしの高
こうれいしゃ

齢者に、火
か さ い ほ う ち き

災報知器や自
じどうしょうかき

動消火器、はいかい
探
たんさくき

索器等
など

を給
きゅうふ

付します。

寝
しんぐ

具洗
せんたく

濯乾
かんそう

燥事
じぎょう

業 寝
ね

たきりの高
こうれいしゃ

齢者の寝
しんぐ

具を、洗
せんたく

濯、乾
かんそう

燥及
およ

び消
しょうどく

毒します。

独
どっきょ

居老
ろうじんたく

人宅の修
しゅうぜん

繕 材
ざいりょうひ

料費がおおむね５万
まんえん

円以
いな い

内の住
じゅうたく

宅の修
しゅうぜん

繕を行
おこな

います。

訪
ほうもん

問給
きゅうしょく

食サービス
老
ろうすい

衰、心
しんしん

身の障
しょう

がいなどにより調
ちょうり

理が困
こんなん

難なひとり暮
ぐ

らしの高
こうれいしゃ

齢者、
高
こうれいしゃ

齢者のみの世
せたいなど

帯等の家
かて い

庭を訪
ほうもん

問し、食
しょくじ

事を届
とど

けるとともに安
あん ぴ

否の確
かくにん

認を
します。

福
ふくし

祉移
いそ う

送サービス 病
びょういん

院に通
つういん

院するときや公
こうきょうきかん

共機関で手
てつづき

続を行
おこな

うときなどに送
そうげい

迎を行
おこな

います。

タクシー料
りょうきん

金の助
じょせい

成 ６30円
えん

のチケットを年
ねんかん

間２４枚
まい

交
こうふ

付します。１乗
じょうしゃ

車につき３枚
まい

まで利
りよう

用できます。

老
ろうねんしゃ

年者の障
しょうがいしゃ

害者控
こうじょ

除認
にんていしょ

定書の発
はっこう

行 市
し

から認
にんていしょ

定書を送
そうふ

付しますので、それで税
ぜい

の控
こうじょ

除が受
う

けられます。

粗
そだい

大ごみの収
しゅうしゅう

集サービス 44ページ参
さんしょう

照
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■ 高
こうれいしゃ

齢者の相
そうだんまどぐち

談窓口　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　高
こうれい

齢・障
しょうがい

害支
しえんしつ

援室】
高
こうれいしゃ

齢者が住
す

み慣
な

れたまちで暮
く

らし続
つづ

けられるよう、高
こうれいしゃ

齢者に関
かん

する様
さまざま

々な問
もんだい

題への相
そうだん

談
からサービスの調

ちょうせい

整までを総
そうごうてき

合的に行
おこな

うため、地
ちいき ほ う か つ し え ん

域包括支援センター「きずな」（TEL 
0595-83-3575）を設

せっち

置しています。

また、身
みぢか

近な場
ばしょ

所で相
そうだん

談ができるよう、在
ざいたくかいごしえん

宅介護支援センターを設
せっち

置しています。

●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。

在
ざいたくかいごしえん

宅介護支援センター 所
しょざいち

在地 電
でんわばんごう

話番号

亀
かめやまざいたくかいごしえん

山在宅介護支援センター 羽
はわか

若町
ちょう

６４５－１４ ８３－５９２０

亀
きじゅえん

寿苑在
ざいたくかいごしえん

宅介護支援センター 阿
あ の だ

野田町
ちょう

２４４３－１ ８４－１２１２

華
か お す

旺寿在
ざいたくかいごしえん

宅介護支援センター 関
せきちょうさかした

町坂下２５２ ９６－３２７７

介
か い

　護
ご

■ 介
かい ご ほ け ん せ い ど

護保険制度とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　高
こうれい

齢・障
しょうがい

害支
しえんしつ

援室】
老
ろう ご

後の大
おお

きな不
ふあ ん

安となっている介
かい ご

護を、家
かぞ く

族だけで行
おこな

うのではなく、社
しゃかいぜんたい

会全体で支
ささ

え、支
しえ ん

援し
ていく制

せい ど

度です。40歳
さい

以
いじょう

上の人
ひと

が保
ほけんりょう

険料を払
はら

い、その保
ほけんりょう

険料と公
こう ひ

費負
ふた ん

担で介
かい ご

護サービスを提
ていきょう

供し
ます。介

かい ご

護サービスが必
ひつよう

要になったときは、認
にんてい

定を受
う

けると利
りようりょう

用料の一
いち ぶ

部を負
ふた ん

担するだけでサー
ビスを利

りよう

用することができます。認
にんてい

定を受
う

けるためには、申
しんせい

請が必
ひつよう

要です。

●保
ほけんりょう

険料　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
40歳

さい

から64歳
さい

までの人
ひと

は、加
かにゅう

入している保
ほけ ん

険の保
ほけんりょう

険料と併
あわ

せて徴
ちょうしゅう

収されます。65歳
さい

以
いじょう

上の
人
ひと

は個
こじ ん

人ごとに年
ねんきん

金から天
てん び

引きされるか、市
し

から納
のうふしょ

付書が送
そう ふ

付されますので市
しやくしょ

役所や支
しし ょ

所、金
きん

融
ゆうきかん

機関でお支
しはら

払いください。

－ 38 －



－ 39 －

■

●

■

● 



■ 障
しょう

がい者
しゃ

への福
ふくし

祉サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　高
こうれい

齢・障
しょうがい

害支
しえんしつ

援室】
体
からだ

やこころに何
なん

らかの障
しょう

がいがある人
ひと

は、その程
てい ど

度に応
おう

じて様
さまざま

々なサービスが受
う

けられます。

このサービスを受
う

けるためには、障
しょう

がいに応
おう

じて手
てちょう

帳の交
こう ふ

付を受
う

ける必
ひつよう

要があります。手
てちょう

帳の

種
しゅるい

類は次
つぎ

のとおりで、交
こうふ

付を受
う

けるためには、申
しんせい

請が必
ひつよう

要です。

また、障
しょうがいしゃ

害者自
じりつしえんほう

立支援法によるサービスもあり、このサービスを受
う

けるためには申
しんせい

請が必
ひつよう

要です。

■ 市
し

の福
ふく し

祉サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　高
こうれい

齢・障
しょうがい

害支
しえんしつ

援室】
市
し

で行
おこな

っている障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

するサービスは、次
つぎ

のようなものがあります。内
ないよう

容については変
へん

更
こう

する場
ばあい

合がありますので、詳
くわ

しくはお問
と

い合
あ

わせください。

手
てちょう

帳の種
しゅるい

類 対
たいしょうしゃ

象者 申
しんせい

請に必
ひつよう

要なもの

身
しんたいしょうがいしゃてちょう

体障害者手帳 身
しんたい

体に何
なん

らかの障
しょう

がいがある人
ひと 写

しゃしん

真　三
み え

重県
けん

が指
して い

定した医
い し

師による
診
しんだんしょ

断書　印
いんかん

鑑

療
りょういくてちょう

育手帳
児
じど う

童相
そうだんじょ

談所、知
ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんじょ

的障害者更生相談所で
知
ちてき

的障
しょう

がいがあると判
はんてい

定された人
ひと 写

しゃしん

真

精
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう

神障害者保健福祉手帳
精
せいしん

神障
しょう

がいのために長
ちょうき

期にわたり日
にちじょう

常
生
せいかつ

活や社
しゃかいせいかつ

会生活への制
せいやく

約がある人
ひと

医
い し

師の診
しんだんしょ

断書（初
しょしん

診から６か月
げつ

以
いじょう

上
経
けい か

過した時
じて ん

点のもの）又
また

は障
しょうがいねんきん

害年金
証
しょう

の写
うつ

し　印
いんかん

鑑　写
しゃしん

真

サービス名
めい

内
ないよう

容

住
じゅうたくかいしゅうほじょ

宅改修補助
自
じた く

宅での生
せいかつ

活を安
あんぜん

全で快
かいてき

適にするための住
じゅうたくかいしゅう

宅改修にかかる費
ひよ う

用の一
いち

部
ぶ

を助
じょせい

成します。

成
せいねんこうけんせいどりよう

年後見制度利用の助
じょせい

成 成
せいねんこうけんせいど

年後見制度の申
もうしたて

立に要
よう

する費
ひよう

用の一
いちぶ

部を助
じょせい

成します。

成
せいねんこうけんせいど

年後見制度の利
りよう し え ん

用支援
成
せいねんこうけん

年後見の審
しんぱん

判の申
もうしたて

立を行
おこな

います。また、後
こうけんにんなど

見人等に対
たい

する報
ほうしゅう

酬に
係
かか

る費
ひよ う

用を負
ふたん

担します。

自
じどうしゃねんりょうひ

動車燃料費の助
じょせい

成
重
じゅうどしんたいしょう

度身体障がい者
しゃ

が所
しょゆう

有し、本
ほんにん

人が運
うんてん

転する自
じどうしゃ

動車の燃
ねんりょうこうにゅうひよう

料購入費用
の一

いちぶ

部を助
じょせい

成します。

補
ほ そ う ぐ

装具費
ひ

の支
しきゅう

給
身
しんたいじょう

体上の障
しょう

がいを補
おぎな

うための用
よう ぐ

具の購
こうにゅうまた

入又は修
しゅうり

理に係
かか

る費
ひよ う

用を支
しきゅう

給
します。

特
とくべつしょうがいしゃてあて

別障害者手当の支
しきゅう

給
在
ざいたく

宅で重
じゅうど

度の障
しょう

がいが重
ちょうふく

複するなど、常
じょうじ

時特
とくべつ

別な介
かい ご

護が必
ひつよう

要な人
ひと

に
月
げつ

額
がく

26,440円
えん

を支
しきゅう

給します。

身
しんたいしょう

体障がい者
しゃ

用
よう

自
じどうしゃかいぞうひ

動車改造費の助
じょせい

成
就
しゅうろう

労などのため、自
じこ し ょ ゆ う

己所有の自
じどうしゃ

動車を自
みずか

ら運
うんてん

転する場
ばあ い

合に、ハンド
ルやブレーキなどの改

かいぞうひ

造費の一
いちぶ

部を助
じょせい

成します。

障
しょう

がい者
し ゃ

への福
ふ く し

祉サービス
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サービス名
めい

内
ないよう

容

自
じどうしゃそうさくんれんひ

動車操作訓練費の助
じょせい

成 自
じどうしゃうんてんめんきょ

動車運転免許を取
しゅとく

得した場
ばあい

合の費
ひよう

用の一
いちぶ

部を助
じょせい

成します。

日
にちじょうせいかつようぐ

常生活用具の給
きゅうふ

付 特
とくしゅしんだいなど

殊寝台等の日
にちじょうせいかつようぐ

常生活用具を給
きゅうふ

付します。

重
じゅうどしんしんしょうがいしゃかいじょしゃてあて

度心身障害者介助者手当の支
しきゅう

給
20歳

さい

以
いじょう

上の重
じゅうどしんしん

度心身障
しょう

がい者
しゃ

を在
ざいたく

宅で介
かいじょ

助する人
ひと

に月
げつがく

額3,000円
えん

を支
しきゅう

給します。

福
ふくし い そ う

祉移送サービス
病
びょういん

院に通
つういん

院するときや公
こうきょうきかん

共機関で手
てつづき

続を行
おこな

うときなどに送
そうげい

迎を行
おこな

い
ます。

障
しょうがいじふくしてあて

害児福祉手当の支
しきゅう

給
著
いちじる

しい重
じゅうど

度の障
しょう

がいがあり、日
にちじょうせいかつ

常生活において常
じょうじとくべつ

時特別の介
かい ご

護を
必
ひつよう

要とする20歳
さい

未
みま ん

満の人
ひと

に月
げつがく

額14,380円
えん

支
しきゅう

給します。

特
とくべつじどうふようてあて

別児童扶養手当の支
しきゅう

給
20歳

さい

未
み ま ん

満で中
ちゅう

・重
じゅうど

度の障
しょう

がいを持
も

つ児
じど う

童を養
よういく

育している人
ひと

に手
てあ て

当
を支
しきゅう

給します。

心
しんしんしょうがいじどうふくしてあて

身障害児童福祉手当の支
しきゅう

給
在
ざいたく

宅で身
しんたいしょうがいしゃてちょう

体障害者手帳1級
きゅう

～３級
きゅう

又
また

は療
りょういくてちょう

育手帳を所
し ょ じ

持するIQ50
以
い か

下の３歳
さい

以
いじょう

上20歳
さい

未
みま ん

満の障
しょう

がい児
じ

の保
ほ ご し ゃ

護者に対
たい

して月
げつがく

額2,000
円
えん

を支
しきゅう

給します。

障
しょうがいしゃふようきょうさいせいど

害者扶養共済制度
保
ほ ご し ゃ

護者が毎
まいつき

月一
いってい

定の掛
か

け金
きん

を納
おさ

めることにより、保
ほ ご し ゃ

護者に万
まん

が一
いち

のこと
があったとき、障

しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し終
しゅうしんいっていがく

身一定額の年
ねんきん

金を支
しきゅう

給します。

タクシー料
りょうきん

金の助
じょせい

成
630円

えん

のタクシーチケットを年
ねんかん

間24枚
まい

（じん臓
ぞうきのうしょう

機能障がいの人
ひと

は
72枚

まい

）交
こう ふ

付します。1乗
じょうしゃ

車につき３枚
まい

まで利
りよう

用できます。

有
ゆうりょうどうろつうこうりょうわりびき

料道路通行料割引
身
しんたいしょう

体障がい者
しゃ

が自
みずか

ら運
うんてん

転するときや移
いどう

動のために介
かいごしゃ

護者が運
うんてん

転する
ときは有

ゆうりょうどうろ

料道路の割
わりびき

引が受
う

けられます。

■ 障
しょう

がい者
しゃ

の相
そうだんまどぐち

談窓口　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　高
こうれい

齢・障
しょうがい

害支
しえんしつ

援室】
障
しょう

がいのある人
ひと

の生
せいかつ

活や福
ふく し

祉についての相
そうだんまどぐち

談窓口として、障
しょうがいしゃそうごうそうだんしえん

害者総合相談支援センター「あ
い」を設

せっち

置しています。　（TEL ０５９５－８４－４７１１）

その他
ほ か

の福
ふ く し

祉サービス

■ 生
せい か つ ほ ご

活保護　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
病
びょうき

気による失
しつぎょう

業や高
こうれい

齢などにより生
せいかつ

活が苦
くる

しい世
せたい

帯に対して援
えんじょ

助を行
おこな

います。

■ 不
ふにんちりょうひじょせいじぎょう

妊治療費助成事業　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　地
ちいきふくししつ

域福祉室】
不
ふにんちりょう

妊治療を行
おこな

っている夫
ふうふ

婦に対
たい

し、治
ちりょうひ

療費の一
いちぶ

部を助
じょせい

成します。
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■ ごみ処
しょり

理　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　廃
はいきぶつたいさくしつ

棄物対策室】
家
かて い

庭のごみは、焼
しょうきゃく

却することは禁
きん し

止されているので、「ごみ収
しゅうしゅう

集カレンダー」に従
したが

って、決
き

められた日
ひ

に決
き

められた出
だ

し方
かた

で地
ち い き

域の集
しゅうせきじょ

積所に出
だ

してください。ごみ収
しゅうしゅう

集カレンダーは、
市
しみんそうだん

民相談・協
きょうどうすいしんしつ

働推進室、環
かんきょうほぜん

境保全対
たいさくしつ

策室、環
かんきょうしんりんほぜんしつ

境森林保全室や総
そうごうかんきょう

合環境センターで入
にゅうしゅ

手できます。
家
かて い

庭のごみを総
そうごうかんきょう

合環境センターに持
も

っていくときは、重
おも

さに応
おう

じて手
てすうりょう

数料がかかります。ま
た、事

じぎょうかつどう

業活動により発
はっせい

生したごみを持
も

っていくときは、有
ゆうりょう

料となるほか、許
きょ か

可が必
ひつよう

要な場
ばあ い

合があ
りますので、事

じぜん

前にお問
と

い合
あ

わせください。
家
かでんせいひん

電製品のうち、テレビ、エアコン、冷
れいぞうこ

蔵庫、冷
れいとうこ

凍庫、洗
せんたくき

濯機（注
ちゅう

１）は、法
ほうりつ

律によりリサイ
クルが義

ぎ む

務付
づ

けられているので、収
しゅうしゅう

集することも持
も

ち込
こ

むこともできません。これらは、販
はんばいぎょう

売業
者
しゃ

などに引
ひ

き渡
わた

してください。
また、パソコンについても収

しゅうしゅう

集することも持
も

ち込
こ

むこともできません。廃
はい き

棄するときは、製
せいぞう

造
メーカーに直

ちょくせつ

接申
もう

し込
こ

むなどしてください。

（注
ちゅう

1）平
へいせい

成21年
ねん

４月
がつ

から、乾
かんそうき

燥機が追
ついか

加されます。

■ 粗
そだ い

大ごみの収
しゅうしゅう

集サービス　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　廃
はいきぶつたいさくしつ

棄物対策室　高
こうれい

齢・障
しょうがいしえんしつ

害支援室】
市
しな い

内に住
す

んでいる65歳
さい

以
いじょう

上の高
こうれいしゃ

齢者のみの世
せた い

帯で、家
かでんせいひん

電製品や家
か ぐ

具などの粗
そだ い

大ごみを地
ちい き

域の
集
しゅうせきじょ

積所や総
そうごうかんきょう

合環境センターに出
だ

せない人
ひと

については、粗
そだい

大ごみの無
むりょうほうもんしゅうしゅう

料訪問収集を行
おこな

います。

■ 生
なま

ごみ処
しょり よ う き

理容器に対
たい

する補
ほじょきん

助金　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　廃
はいきぶつたいさくしつ

棄物対策室】
生
なま

ごみ処
しょり よ う き

理容器を購
こうにゅう

入した人
ひと

に対
たい

し、補
ほじょきん

助金の制
せいど

度があります。

■ し尿
にょう

汲
く

み取
と

り・浄
じょうかそうせいそう

化槽清掃　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　廃
はいきぶつたいさくしつ

棄物対策室】
し尿

にょう

の汲
く

み取
と

りや浄
じょうかそう

化槽の清
せいそう

掃を希
きぼ う

望される人
ひと

は、設
せっちしょざいち

置所在地により担
たんとうぎょうしゃ

当業者が決
き

まっている
ので、廃

はいきぶつたいさくしつ

棄物対策室に問
と

い合
あ

わせてください。

■ 看
かんばん

板の配
はいふ

布　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　環
かんきょうほぜんたいさくしつ

境保全対策室】
不
ふほう と う き

法投棄や犬
いぬ

のフンの放
ほうち

置などの迷
めいわく

惑な行
こうい

為を禁
きんし

止することを周
しゅうち

知する看
かんばん

板を配
はいふ

布しています。

医
い

　療
りょう

■ 福
ふくしいりょうひじょせいせいど

祉医療費助成制度とは　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　保
ほけんねんきんしつ

険年金室】
市
しな い

内に住
す

んでいる心
しんしんしょう

身障がい者
しゃ

、一
ひとりおや

人親の家
かて い

庭の親
おや

や子
こ

など、乳
にゅうようじ

幼児などが、請
せいきゅう

求により認
にんてい

定
を受

う

けると医
いりょうひ

療費が助
じょせい

成されます。助
じょせい

成を申
しんせい

請するときは、医
いりょうきかん

療機関に福
ふくしいりょうひじゅきゅうしゃしょう

祉医療費受給者証を提
てい

示
じ

してください。

●手
てつづき

続
認
にんてい

定を請
せいきゅう

求するときには、手
てつづき

続が必
ひつよう

要です。手
てつづき

続に必
ひつよう

要なものは事
じぜん

前に問
と

い合
あ

わせてください。

くらし
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■ ケーブルテレビ　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　広
こうほうひしょしつ

報秘書室　情
じょうほうけいかくとうけいしつ

報計画統計室】
ケーブルテレビ６チャンネルでは、市

しな い

内で開
かいさい

催されるイベントなどの話
わだ い

題や市
し

からのお知
し

らせ
を番

ばんぐみ

組や文
もじじょうほう

字情報で放
ほうそう

送しています。また、議
ぎか い

会の放
ほうそう

送や、災
さいがい

害・火
かさいじょうほう

災情報などもお知
し

らせして
います。ケーブルテレビを見

み

るためには、申
もうしこ

込みが必
ひつよう

要です。
申
もうしこ

込み先
さき

株
かぶしきがいしゃ

式会社ＺＴＶ亀
かめやまえいぎょうしょ

山営業所（亀
かめやま

山ショッピングセンターエコー内
ない

）
株
かぶしきがいしゃ

式会社ＺＴＶ（0120－222－505）

■ ケーブルテレビに関
かん

する補
ほじょきん

助金　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　情
じょうほうけいかくとうけいしつ

報計画統計室】
新
しんき

規にケーブルテレビの引
ひ

き込
こ

み工
こう じ

事をした人
ひと

に対
たい

し、補
ほじょきん

助金の制
せいど

度があります。

■ 太
たいようこうはつでん

陽光発電・風
ふうりょくはつでん

力発電の補
ほじょ せ い ど

助制度　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　企
きかくけいえいしつ

画経営室】
家
かていようたいようこうはつでん

庭用太陽光発電システムや小
こがたふうりょくはつでん

型風力発電システムを設
せっ ち

置した人
ひと

に対
たい

し、補
ほじょきんせいど

助金制度がありま
す。また、国

くに

の補
ほじょきん

助金の制
せいど

度もあります。

■ 蜂
はち

の巣
す

駆
くじょたいさく

除対策　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　環
かんきょうほぜんたいさくしつ

境保全対策室　高
こうれい

齢・障
しょうがいしえんしつ

害支援室】
スズメバチ等

など

の駆
くじょよう

除用の防
ぼうごふく

護服を無
むりょう

料で貸
か

し出
だ

します。また、市
しな い

内に住
す

む６５歳
さい

以
いじょう

上の高
こうれいしゃ

齢者
のみの世

せたい

帯で、市
しない

内に身
み よ

寄りのない人
ひと

については、スズメバチ等
とう

の駆
くじ ょ

除を無
むりょう

料で行
おこな

います。

■ 犬
いぬ

の飼
か

い方
かた

　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　健
けんこうすいしんしつ

康推進室】
犬
いぬ

を飼
か

った日
ひ

から30日
にち

以
いない

内に、犬
いぬ

の登
とうろく

録をしなければなりません。登
とうろく

録には手
てすうりょう

数料が必
ひつよう

要です。
また、年

ねん

に１回
かい

狂
きょうけんびょうよぼうちゅうしゃ

犬病予防注射を受
う

けさせてください。注
ちゅうしゃ

射にも手
てすうりょう

数料が必
ひつよう

要です。
また、犬

いぬねこ

猫の避
ひにんなど

妊等の手
しゅじゅつ

術をしたときは、その手
しゅじゅつ

術の費
ひよ う

用の一
いちぶ

部を助
じょせい

成します。
飼
か

っている犬
いぬ

や猫
ねこ

などが死
し

んだときは、有
ゆうりょう

料で亀
かめやま

山市
しえいさいじょう

営斎場で火
かそう

葬することができます。

■ 市
し

中
ちゅうしんぶ

心部のバス（さわやか号
ごう

）　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　産
さんぎょう

業・観
かんこうしんこうしつ

光振興室】
市
し

ではＪＲ亀
かめやまえき

山駅と市
しやくしょ

役所、あいあい、医
いりょう

療センター、図
としょかんなど

書館等や商
しょうてんがいなど

店街等を結
むす

ぶバス「さわ
やか号

ごう

」を運
うんこう

行しています。運
うんちん

賃は、中
ちゅうがくせい

学生以
いじょういちりつ

上一律100円
えん

です。その他
ほか

にも、市
し

及
およ

び民
みんかん

間で運
うん

行
こう

しているバスがあります。

■ 市
しみんのうえん

民農園　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　農
のうせいしつ

政室】
市
し

に住
す

んでいる人
ひと

が余
よ か

暇等
など

を利
りよ う

用して農
のうさくもつ

作物が栽
さいばい

培できる農
のうえん

園を設
せっ ち

置しています。農
のうえん

園の使
しよ う

用
期
きか ん

間は、およそ２年
ねんかん

間です。利
りよう

用するには、申
もうしこ

込みと使
しようりょう

用料が必
ひつよう

要です。

■ 自
じ ち か い

治会　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　市
しみんそうだん

民相談・協
きょうどうすいしんしつ

働推進室】
自
じ ち か い

治会とは、地
ちい き

域ごとに生
せいかつ

活に密
みっちゃく

着した問
もんだい

題などを話
はな

し合
あ

い、住
す

みよい地
ちい き

域を作
つく

っていくため
のもっとも身

みじ か

近な自
じしゅかつどうだんたい

主活動団体です。自
じちかいかつどう

活会活動としてごみの集
しゅうせきじょ

積所の管
かん り

理や市
し

の広
こうほう

報の配
はい ふ

布、
防
ぼう

災
さいくんれん

訓練、地
ちくせ い そ う

区清掃などを行
おこな

っています。

■ 市
しえいじゅうたく

営住宅　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　建
けんちくじゅうたくしつ

築住宅室】
市
し

は、住
じゅうたく

宅がなくて困
こま

っている所
しょとく

得が少
すく

ない人
ひと

に対
たい

し、安
やす

く住
じゅうたく

宅を貸
か

しています。現
げんざい

在ある住
じゅう

宅
たく

が空
あ

いたときは、市
し

の広
こうほうし

報紙やホームページで入
にゅうきょ

居の募
ぼしゅう

集をします。入
にゅうきょ

居するには、所
しょとくせいげん

得制限
などの条

じょうけん

件があります。
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上
じょうすいどう

水道・下
げ す い ど う

水道

■ 水
すいどう

道の手
てつづき

続　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室】
水
すいどう

道の利
りよう

用については手
てつづき

続が必
ひつよう

要になりますので、忘
わす

れずに届
とど

け出
で

てください。

■ 水
すいどうりょうきん

道料金　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室】
水
すいどうりょうきん

道料金は、基
きほんりょうきん

本料金と使
しようりょう

用量に応
おう

じた料
りょうきん

金との合
ごうけいがく

計額です。水
すいどうりょうきん

道料金の支
しは ら

払いは、預
よき ん こ う ざ

金口座
から自

じどうてき

動的に引
ひ

き落
お

とされる口
こうざふりかえ

座振替が便
べん り

利です。手
てつづき

続は、通
つうちょう

帳と印
いんかん

鑑を持
も

って亀
かめやまし

山市の取
とりあつかい

扱金
きん

融
ゆうきかん

機関で申
もう

し込
こ

むか、上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室へ申
もう

し込
こ

んでください。
また、水

すいどう

道の新
しんせつ

設などをするときは加
かにゅうきん

入金が必
ひつよう

要です。

■ 下
げすいどう

水道の手
てつづき

続　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室】
亀
かめやまし

山市には、下
げすいどう

水道が整
せい び

備されている地
ちい き

域と農
のうぎょうしゅうらく

業集落排
はいすいしょりしせつ

水処理施設が整
せい び

備されている地
ちい き

域があ
ります。下

げすいどう

水道のある地
ちい き

域では、水
すいどうりょうきん

道料金とともに使
しようりょう

用料が請
せいきゅう

求されます。農
のうぎょうしゅうらく

業集落排
はいすいしょりし

水処理施
設
せつ

の使
しようりょうきん

用料金は、水
すいどうりょうきん

道料金とは別
べつ

に請
せいきゅう

求されます。

■ 浄
じょうかそう

化槽設
せっ ち せ つ び

置整備事
じぎょうほじょきん

業補助金　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室】
下
げすいどう

水道が整
せい び

備されていない地
ちい き

域に汚
おす い

水を浄
じょうか

化する装
そう ち

置（浄
じょうかそう

化槽）を設
せっ ち

置した人
ひと

に、補
ほじょきんせいど

助金制度
があります。

どんなとき 届
とどけで

出の内
ないよう

容

水
すいどう

道の新
しんせつ

設・改
かいぞう

造・修
しゅうぜん

繕
亀
かめやまし

山市が指
して い

定した事
じぎょうしゃ

業者へ依
いら い

頼が必
ひつよう

要です。事
じぎょうしゃ

業者については、
上
じょうすいどうしつ

水道室に問
と

い合
あ

わせてください。

転
てんきょ

居・転
てんにゅう

入による使
しよう か い し

用開始
使
しようかいしぜんじつ

用開始前日までに上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室に連
れんらく

絡してください。（休
きゅうじつ

日
に開

かい し

始はしません。）

転
てんきょ

居・転
てんしゅつ

出による使
しようちゅうし

用中止
使
しようちゅうしぜんじつ

用中止前日までに上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室に連
れんらく

絡してください。（休
きゅうじつ

日
に中
ちゅうし

止はしません。）

水
すいどうしようしゃ

道使用者・所
しょゆうしゃ

有者の変
へんこう

更（名
めいぎへんこう

義変更）
上
じょうげすいどうかんりしつ

下水道管理室に届
とど

け出
で

てください。（所
しょゆうしゃ

有者の変
へんこう

更は、新
しんきゅう

旧
所
しょ

有
ゆうしゃ

者の認
みとめいん

印と場
ばあ い

合によっては土
と ち

地の所
しょゆうけんいてん

有権移転を証
しょうめい

明できる
書
しょるい

類が必
ひつよう

要になります。）
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防
ぼ う さ い

災・防
ぼ う は ん

犯

■ 災
さいがい

害　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　危
き き

機管
かんりしつ

理室】
日
にほ ん

本は、春
はる

から夏
なつ

にかけて台
たいふう

風や集
しゅうちゅうごうう

中豪雨などによる被
ひが い

害が発
はっせい

生しやすく、年
ねんかん

間を通
とお

して地
じし ん

震
の発

はっせい

生が多
おお

い国
くに

です。普
ふだ ん

段から災
さいがい

害に備
そな

えて、自
じぶ ん

分の避
ひな ん

難する場
ばし ょ

所や家
かぞ く

族との連
れんらくほうほう

絡方法などを確
かく

認
にん

しておくことが大
たいせつ

切です。
地
じし ん

震などの大
だいさいがい

災害が起
お

こり、市
し

から避
ひな ん

難するよう言
い

われたときや危
きけ ん

険を感
かん

じたときは、市
し

の指
し

定
てい

する避
ひなんじょ

難所に避
ひなん

難してください。

各
かくひなんじょ

避難所には、この標
ひょうしき

識が立
た

っています。
自
じぶん

分の行
い

く避
ひなんじょ

難所は、防
ぼうさい

災マップで事
じぜん

前に確
かくにん

認しておいてください。

■ 住
じゅうたくようかさいけいほうき

宅用火災警報器　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　予
よぼうしつ

防室】
住
じゅうたくようかさいけいほうき

宅用火災警報器とは、火
かさ い

災があったときに、熱
ねつ

や煙
けむり

を見
み

つけて音
おと

でお知
し

らせするものです。
寝
しん

室
しつ

などには設
せっち

置しなければなりません。

■ かめやま安
あんしん

心メール　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　危
き き

機管
かんりしつ

理室】
子
こ

どもを狙
ねら

った不
ふしんしゃ

審者の情
じょうほう

報や台
たいふう

風、地
じし ん

震などの災
さいがい

害の情
じょうほう

報を電
でん し

子メールでお知
し

らせします。
登
とう

録
ろくほうほう

方法は、次
つぎ

のとおりです。

・携
けいたいでんわ

帯電話に配
はいしん

信する場
ばあい

合

市
し

携
けいたい

帯サイトに接
せつぞく

続して手
てつづき

続をお願
ねが

いします。

(http://www.city.kameyama.mie.jp/mobile/index.htm)

・パソコンに配
はいしん

信する場
ばあい

合

市
し

ホームページに接
せつぞく

続して手
てつづき

続をお願
ねが

いします。

(http://www.city.kameyama.mie.jp)
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相
そうだん

談 内
ないよう

容 日
にち じ

時 場
ばし ょ

所 電
でんわばんごう

話番号

高
こうれいしゃ

齢者に関
かん

する相
そうだん

談
高
こうれいしゃ

齢者に関
かん

する様
さまざま

々な
問
もんだい

題への相
そうだん

談

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
８時

じ

30分
ふん

～
17時

じ

15分
ふん

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

亀
かめやま

山地
ちい き

域包
ほうかつ

括支
しえ ん

援セン
ター（総

そう ご う ほ け ん ふ く し

合保健福祉
センター「あいあい」
内
ない

）

８３－３５７５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

身
しんたい

体障
しょう

がい者
しゃ

相
そうだん

談
身
しんたい

体障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する
様
さまざま

々な問
もんだい

題への相
そうだん

談

毎
まいつき

月20日
にち

（休
きゅうじつ

日の場
ばあ い

合は、
その次

つぎ

の平
へいじつ

日）
13時

じ

～15時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８４－３３１３
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

知
ちてき

的障
しょう

がい者
しゃ

相
そうだん

談
知
ちて き

的障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する
様
さまざま

々な問
もんだい

題への相
そうだん

談

毎
まいつき

月20日
にち

（休
きゅうじつ

日の場
ばあ い

合は、
その次

つぎ

の平
へいじつ

日）
13時

じ

～15時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８４－３３１３
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する
相
そうだん

談
障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する様
さまざま

々
な相

そうだん

談

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
８時

じ

30分
ふん

～
17時

じ

15分
ふん

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

障
しょうがいしゃ

害者総
そうごうそうだんしえん

合相談支援セ
ンター（総

そうごうほけんふくし

合保健福祉
センター「あいあい」
内
ない

）

８４－４７１１
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

子
こ

どもの相
そうだん

談
（予

よやくゆうせん

約優先）

子
こ

どもの発
はったつ

達や子
こ そ だ

育
て、しつけについての
相
そうだん

談・アドバイス

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
9時

じ

～16時
じ

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
８３－３７１５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

亀
かめやまし

山市子
こそ だ

育て支
しえ ん

援セン
ター（総

そう ご う ほ け ん ふ く し

合保健福祉
センター「あいあい」
内
ない

）

８４－３３１４
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

児
じ ど う せ い し ん か い

童精神科医による
医
いりょう

療相
そうだん

談（要
ようよやく

予約）
児
じど う せ い し ん か い

童精神科医による医
い

療
りょう

相
そうだん

談

毎
まいつき

月第
だい

１木
もくようび

曜日
13時

じ

50分
ふん

～
17時

じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

各
か く し ゅ

種相
そ う だ ん

談

■ 各
かくしゅそうだん

種相談
相
そうだんび

談日が土
ど よ う び

曜日、日
にちようび

曜日、祝
しゅくさいじつ

祭日のときは、日
にってい

程が変
へんこう

更されるので、相
そうだんび

談日を確
かくにん

認してください。

●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。
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相
そうだん

談 内
ないよう

容 日
にち じ

時 場
ばし ょ

所 電
でんわばんごう

話番号

児
じど う

童相
そうだんじょ

談所職
しょくいん

員によ
る児

じど う

童の療
りょういくてちょう

育手帳の
相
そうだん

談と判
はんてい

定（要
ようよやく

予約）

毎
まいつき

月第
だい

2水
すいようび

曜日
9時

じ

～16時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

児
じどうぎゃくたい

童虐待に関
かん

する
相
そうだん

談
（予

よやくゆうせん

約優先）

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
9時

じ

～16時
じ

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

子
こ

どもの育
そだ

ち相
そうだん

談
（要

ようよやく

予約）
家
かてい

庭相
そうだんいん

談員等
など

による
相
そうだん

談

毎
まいつき

月第
だい

2木
もくよう

曜
13時

じ

～16時
じ

毎
まいつき

月第
だい

4水
すいようび

曜日
9時

じ

～16時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

言
げん ご

語聴
ちょうかくし

覚士による学
がく

齢
れい き

期児
じど う

童の言
げんご

語相
そうだん

談
（要

ようよやく

予約）

毎
まいつき

月第
だい

1火
か よ う び

曜日
13時

じ

～16時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

人
じんけん

権相
そうだん

談
人
じんけん

権に関
かん

する専
せんもんてき

門的な
相
そうだん

談

毎
まいつき

月7日
にち

　
13時

じ

～15時
じ

市
しやくしょ

役所 1階
かい

市
しみんたいわしつ

民対話室
８４－５００７

毎
まいつき

月第
だい

3木
もくようび

曜日
13時

じ

～15時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

毎
まいつき

月25日
にち

13時
じ

～15時
じ 健

けんこう

康づくり関
せき

センター ８４－５００７

行
ぎょうせい

政相
そうだん

談
行
ぎょうせい

政に対する苦
くじょう

情・意
い

見
けん

・要
ようぼう

望など

毎
まいつき

月9日
にち

10時
じ

～15時
じ

市
しやくしょ

役所１階
かい

市
しみんたいわしつ

民対話室
８４－５００７

毎
まいつき

月第
だい

３水
すいようび

曜日
13時

じ

～15時
じ 関

せき

文
ぶん か

化交
こうりゅう

流センター ８４－５００７

男
だんじょ

女困
こま

りごと行
ぎょうせい

政
相
そうだん

談
毎
まいつき

月３日
にち

13時
じ

～15時
じ

市
しやくしょ

役所１階
かい

市
しみんたいわしつ

民対話室
８４－５００７
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相
そうだん

談 内
ないよう

容 日
にち じ

時 場
ばし ょ

所 電
でんわばんごう

話番号

法
ほうりつ

律相
そうだん

談
お金

かね

の貸
か

し借
か

りや財
ざいさん

産
などの法

ほうりつ

律相
そうだん

談

毎
まいつき

月17日
にち

13時
じ

30分
ふん

～
15時

じ

50分
ふん

毎
まいつき

月30日
にち

13時
じ

～
16時

じ

30分
ふん

（相
そうだんび

談日の１月
つきまえ

前か
ら予
よやく

約を始
はじ

めます。）

市
しやくしょ

役所１階
かい

市
しみんたいわしつ

民対話室
８４－５００７

消
しょうひせいかつ

費生活相
そうだん

談 消
しょうひ

費生
せいかつ

活に関
かん

する相
そうだん

談

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
9時

じ

～16時
じ

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

鈴
すずか

鹿亀
かめやま

山消
しょうひせいかつ

費生活
センター

０５９－３７５
―７６１１

青
せいしょうねん

少年相
そうだん

談
青
せいしょうねん

少年に関
かか

わる悩
なや

み相
そう

談
だん

等
など

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
9時

じ

～16時
じ

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

青
せいしょうねん

少年補
ほ ど う

導センター
（青
せいしょうねん

少年研
けんしゅう

修センター
内
ない

）

８２－７５５０

心
しんぱい

配ごと相
そうだん

談
あらゆる心

しんぱい

配ごとに関
かん

する相
そうだん

談
毎
まいしゅうきんようび

週金曜日
13時

じ

～15時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８２－８１８４
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

公
こうしょうにん

証人相
そうだん

談
遺
ゆいごん

言、相
そうぞく

続などに関
かん

す
る相

そうだん

談
毎
まいつき

月第
だい

2金
きんようび

曜日
13時

じ

～15時
じ

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８２－８１８４
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）

女
じょせいそうだん

性相談
（予

よやくゆうせん

約優先）
女
じょせいそうだんいん

性相談員による相
そうだん

談

月
げつようび

曜日から
金
きんようび

曜日まで
9時

じ

～16時
じ

（祝
しゅくじつ

日・年
ねんまつねん

末年
始
し

は休
やす

み）

総
そうごうほけんふくし

合保健福祉センター
「あいあい」

８３－２４２５
（ポルトガル語

ご

の
通
つうやく

訳あり）
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病
びょういん

院・救
きゅうきゅう

急

■ 夜
やかんじかんがいおうきゅうしんりょう

間時間外応急診療　【問
と

い合
あ

わせ先
さき

　健
けんこうすいしんしつ

康推進室】
夜
やか ん

間に急
きゅう

に発
はっしょう

症した方
かた

で、救
きゅうきゅうはんそう

急搬送や入
にゅういん

院の必
ひつよう

要がないと思
おも

われる方
かた

を対
たいしょう

象に実
じっ し

施しています。
診
しんりょうかもく

療科目は内
ないか

科です。当
とうばん

番は、市
し

の広
こうほう

報でお知
しら

らせします。

・診
しんりょうび

療日　月
げつようび

曜日～土
ど よ う び

曜日

　　　　　（祝
しゅくじつ

日・12月
がつ

29日
にち

から１月
がつ

３日
にち

は除
のぞ

きます。）

・時
じ

　間
かん

　午
ご ご

後７時
じ

30分
ふん

～午
ご ご

後10時
じ

　　　　　（受
うけつけ

付は午
ご ご

後７時
じ

～午
ご ご

後９時
じ

30分
ふん

）

■ 救
きゅうきゅういりょう

急医療サービス
日
にちようび

曜日、祝
しゅくじつ

日、祭
さいじつ

日、年
ねんまつねんし

末年始に病
びょうき

気などになった人
ひと

に対
たいおう

応するため、次
つぎ

のとおり当
とうばんいせい

番医制を
とっています。

診
しんりょうじかん

療時間　午
ご ご

後１時
じ

～午
ご ご

後９時
じ

（日
にちようび

曜日、祝
しゅくさいじつ

祭日）

　　　　　午
ごぜん

前８時
じ

～翌
よくあさ

朝８時
じ

（１2月
がつ

29日
にち

～１月
がつ

３日
にち

）

当
と う ば ん い

番 医　広
こうほう

報でお知
しら

らせします。

問
と

い合
あ

わせ先
さき

　　０５９５－８２－１１１１（市
しやくしょ

役所）

　　　　　　　　０５９５－８２－１１９９（亀
かめやまちいききゅうきゅういりょうじょうほう

山地域救急医療情報センター）

●三
み え け ん し か い し か い か め や ま し ぶ

重県歯科医師会亀山支部

年
ねんまつねんし

末年始（12月
がつ

30日
にち

、31日
にち

、１月
がつ

２日
にち

、３日
にち

）

診
しんりょうじかん

療時間　午
ごぜん

前９時
じ

～午
ごぜ ん

前１1時
じ

当
と う ば ん い

番 医　広
こうほう

報でお知
し

らせします。

●夜
やかん

間や時
じかんがい

間外の医
いりょうきかん

療機関の問
と

い合
あ

わせ

救
きゅうきゅういりょうじょうほう

急医療情報システム

電
でんわ

話　　　　　　０５９５－８２－１１９９（亀
かめやまちいききゅうきゅういりょうじょうほう

山地域救急医療情報センター）

インターネット　http://www.qq.pref.mie.jp/

携
けいたいでんわ

帯電話　　　　http://www.qq.pref.mie.jp/k/

●休
きゅうじつ

日や夜
やか ん

間に子
こ

どもが急
きゅう

に病
びょうき

気になったとき

三
み え け ん

重県こども医
いりょう

療ダイヤル（相
そうだんせんよう

談専用）

　＃8000　または　０５９－２３２－９９５５

時
じかん

間　午
ご ご

後7時
じ

30分
ふん

～午
ご ご

後11時
じ

30分
ふん

－ 58 －



－ 59 －

■

・

・

■

●

●

●

●



■ 医
いりょうきかんいちらん

療機関一覧

●市
しがい

外・携
けいたいでんわ

帯電話からかけるときは（0595）を電
でんわばんごう

話番号の前
まえ

に入
い

れてください。

医
いりょうきかんめい

療機関名 診
しんりょうかもく

療科目 住
じゅう

　　　　所
しょ

電
でんわばんごう

話番号

あのだクリニック 内
ないか

科 阿
あの だ ち ょ う

野田町１６７５－２ ８３－１１８１

後
ごとう な い か い い ん

藤内科医院 内
ないか

科・小
しょうにか

児科・放
ほうしゃせんか

射線科 南
みなみのちょう

野町１３－５６ ８２－２２１０

後
ごとう が ん か

藤眼科クリニック 眼
がんか

科 北
きたまち

町９－１５ ８４－１８００

ハッピー胃
いちょう

腸クリニック 内
ないか

科・消
しょうかきないか

化器内科・胃
いちょうか

腸科 本
ほんまち

町二
にちょうめ

丁目９－３３ ８２－００１７

服
はっとり

部クリニック 内
ないか

科 亀
かめだちょう

田町３８０－４ ８３－２１２１

皮
ひ

ふ科
か

野
のう ち

内クリニック 皮
ひ ふ か

膚科 南
みなみざきちょう

崎町７３５－１６ ９８－４１１２

磯
いそむらないか

村内科 内
ないか

科 関
せきちょう

町木
こざ き

崎１５２８ ９６－１６１５

伊
いとう い い ん

東医院 内
ないか

科 野
のむ ら

村三
さんちょうめ

丁目１９－３１ ８２－０４０５

岩
いわま い い ん

間医院 胃
いちょうか

腸科・内
ないか

科・小
しょうにか

児科 田
たも ち

茂町
ょう

１４１ ８２－３１３５

回
かいせいびょういん

生病院 内
ないか

科・整
せいけ い げ か

形外科 東
ひがしみゆき

御幸町
ちょう

２３２ ８４－０３００

亀
か め や ま ひ ふ か

山皮フ科 皮
ひ ふ か

膚科 渋
しぶくらちょう

倉町３２０ ８３－３６６６

亀
かめやまいいん

山医院 内
ないか

科・消
しょう か き か

化器科・外
げ か

科 本
ほんまちさんちょうめ

町三丁目１０－５ ８２－００１５

亀
かめやましりついりょう

山市立医療センター 内
ないか

科・整
せいけ い げ か

形外科・眼
がんか

科・外
げ か

科 亀
かめだちょう

田町４６６－１ ８３－０９９０

かめやま心
しんしん

身クリニック 心
しんりょうないか

療内科・精
せいしんか

神科・神
しんけいか

経科 栄
さかえまち

町１４８８－１６０ ８２－２５００

かつき内
ないか

科 内
ない か

科 東
ひがしまちいっちょうめ

町一丁目２－１９－２ ８４－５８５８

川
かわぐちせいけいげか

口整形外科 整
せいけ い げ か

形外科・リハビリテーション科
か

野
のむ ら

村四
よんちょうめ

丁目４－１９ ８２－８７２１

松
ま つ ば じ び い ん こ う か

葉耳鼻咽喉科 耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 東
ひがしだいちょう

台町１－６ ８３－００８７
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医
いりょうきかんめい

療機関名 診
しんりょうかもく

療科目 住
じゅう

　　　　所
しょ

電
でんわばんごう

話番号

三
み つ い じ び い ん こ う か い い ん

井耳鼻咽喉科医院 耳
じ び い ん こ う か

鼻咽喉科 栄
さかえまち

町１４９９－３ ８２－４１３３

宮
みやむらさんふじんか

村産婦人科 産
さんか

科・婦
ふ じ ん か

人科・小
しょうにか

児科
本
ほんまちさんちょうめ

町三丁目８－７
※ポルトガル語

ごつうやく

通訳あり
８２－５１５１

なかむら小
しょうにか

児科 小
しょうにか

児科 長
ちょうみょうじちょう

明寺町３０４ ８４－００１０

西
にしかわがんかいいん

川眼科医院 眼
がんか

科 東
ひがしまるちょう

丸町５１９－１ ８２－００２２

のぼのクリニック
内
ない か

科・外
げ か

科・脳
のうしんけいげか

神経外科・リハビ
リテーション科

か 能
のぼ の

褒野
ち ょ う

町７９－２２ ８５－３６３６

落
おちあいしょうにかいいん

合小児科医院 小
しょうにか

児科 東
ひがしだいちょう

台町１－１７ ８２－０１２１

佐
さ さ き

々木クリニック 外
げ か

科・内
ないか

科・整
せいけ い げ か

形外科 川
かわいちょう

合町１２３４－４ ８３－１３３１

せきクリニック 内
ないか

科 関
せきちょうしんじょ

町新所１１２５ ９６－２２２０

高
たかはしないか

橋内科クリニック 内
ないか

科・呼
こきゅ う き か

吸器科・循
じゅんかんきか

環器科 栄
さかえまち

町１４８８－３１４ ８４－３３７７

田
たなかびょういん

中病院 内
ないか

科・皮
ひ ふ か

膚科 西
にしまるちょう

丸町５３９ ８２－１３３５

田
たなか な い か い い ん

中内科医院
循
じゅんかんきか

環器科・内
ないか

科・呼
こきゅ う き か

吸器科・
消
しょう か き か

化器科
天
てんじん

神二
にちょうめ

丁目３－６ ８２－０７５５

谷
たにぐちないか

口内科
内
な い か

科・循
じゅんかんきか

環器科・胃
いちょうか

腸科・小
しょうに

児
科
か

・呼
こき ゅ う き か

吸器科・リハビリ科
か みどり町

ちょう

２６－１ ８２－８７１０

天
てんじんがんかいいん

神眼科医院 眼
がんか

科 天
てんじん

神二
にちょうめ

丁目１０－３８ ８３－１１９５

とら整
せいけい

形クリニック 整
せいけ い げ か

形外科 江
え が む ろ

ヶ室二
にちょうめ

丁目４－２１ ８４－１７００

豊
とよだ

田クリニック
内
ないか

科・外
げ か

科・消
しょうかきないか

化器内科・内
ないしきょう

視鏡
内
ない か

科・小
しょうにか

児科・皮
ひ ふ か

膚科・肛
こうも ん げ か

門外科
南
みなみのちょう

野町４－１５ ８２－１４３１

豊
とよさと

里クリニック
加
かぶとしんりょうじょ

太診療所
内
ないか

科・小
しょうにか

児科・皮
ひ ふ か

膚科 加
かぶと い た や

太板屋５３０４ー２ ９８－０２５０
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●歯
し か

科

医
いりょうきかんめい

療機関名 住
じゅう

　　　　所
しょ

電
でんわばんごう

話番号

秋
あきも と し か い い ん

本歯科医院 御
みゆきちょう

幸町２３１ ８２－０１１５

後
ご と う し か い い ん

藤歯科医院 南
みなみざきちょう

崎町７４１－７ ８２－０６０２

林
はやししかいいん

歯科医院 和
わだちょう

田町１４８８－２７４ ８２－９２１７

堀
ほ り し か い い ん

歯科医院 東
ひがしだいちょう

台町１－１４ ８２－００３７

伊
い と う し か い い ん

藤歯科医院 関
せきちょうこざき

町木崎７６９－１ ９６－０３９０

岩
い わ せ し か い い ん

瀬歯科医院 関
せきちょうこざき

町木崎３３７ ９６－０２５６

亀
かめやましかしんりょうじょ

山歯科診療所 東
ひがしみゆきちょう

御幸町９６－１ ８３－１１１８

金
きんば ら し か い い ん

原歯科医院 長
ちょうみょうじちょう

明寺町５９４－２ ８２－４６１５

北
きたまち

町もり歯
し か

科 北
きたまち

町３９０－１ ８３－１２６０

久
く ぼ た し か

保田歯科クリニック 亀
かめだちょう

田町３８０－２３ ８３－０８０８

生
なるか わ し か

川歯科 阿
あのだ ち ょ う

野田町１６７４－１ ８３－１３００

落
おちあ い し か

合歯科クリニック みずほ台
だい

１－３１２ ８３－１１６６

岡
お か だ し か い い ん

田歯科医院 みどり町
ちょう

５５－２１ ８２－８８８６

岡
おかも と し か い い ん

本歯科医院 市
いちがさかちょう

ヶ坂町６９７ ８２－０６１５

岡
お か し か い い ん

歯科医院 東
ひがしまちいっちょうめ

町一丁目３－１ ８２－０１４０

塚
つ か だ し か い い ん

田歯科医院 本
ほんまちさんちょうめ

町三丁目１０－４ ８３－５４５４
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●



■ 安
あんぜん

全・安
あんしん

心ワンポイントアドバイス

● 火
か じ

事が発
はっせい

生したら

①「火
か じ

事だーッ」と大
おおごえ

声で叫
さけ

んで早
はや

く知
し

らせてください。

②すぐに119に電
でんわ

話してください。

③早
はや

く消
け

してください。

④早
はや

く逃
に

げてください。

● 火
か じ

事・救
きゅうきゅう

急は 119へ電
でんわ

話

119がつながったら、次
つぎ

の内
ないよう

容を落
お

ち着
つ

いて、はっきりと連
れんらく

絡してください。日
に ほ ん ご

本語のみの対
たい

応
おう

になるので、日
に ほ ん ご

本語を話
はな

すことができる人
ひと

がいれば代
か

わって電
でんわ

話してもらってください。　

① 火
か じ

事か救
きゅうきゅう

急か

② 場
ばし ょ

所はどこか（○○町
ちょう

○○番
ばん ち

地、アパートの名
なまえ

前、近
ちか

くの橋
はし

、建
たてもの

物などの目
もくひょうぶつ

標物など）

③ 自
じぶ ん

分の名
なまえ

前と電
でんわばんごう

話番号

④ 燃
も

えているもの、または事
じ こ

故の内
ないよう

容

⑤ 火
か じ

事の場
ばあい

合、けが人
にん

、逃
に

げ遅
おく

れの有
う む

無

⑥ 救
きゅうきゅう

急の場
ばあ い

合、どのような容
ようだい

態か

● 地
じし ん

震が起
お

こったら

・ 亀
かめやまし

山市では津
つなみ

波の心
しんぱい

配はいりません。慌
あわ

てず落
お

ち着
つ

いて行
こうどう

動しましょう。

・ テレビやラジオ、市
しやくしょ

役所などの正
せいかく

確な情
じょうほう

報に従
したが

い、デマなどにまどわされないようにしましょう。

・ 避
ひなんじょ

難所の小
しょうがこう

学校や中
ちゅうがっこう

学校へは徒
と ほ

歩で移
いどう

動しましょう。車
くるま

は使
しよ う

用しない。

・ 災
さいがいじ

害時は家
かぞく

族や友
ゆうじん

人に電
でんわ

話がつながりにくくなります。

前
まえ

もって家
かぞく

族や友
ゆうじん

人と連
れんらくほうほう

絡方法や集
しゅうごうばしょ

合場所を決
き

めておきましょう。

● 雨
あめ

・風
かぜ

などの被
ひがい

害

亀
かめやまし

山市は、三
み え け ん ほ く ぶ

重県北部に分
ぶんるい

類されています。天
てんき

気に関
かん

する情
じょうほう

報は、三
み え け ん ほ く ぶ

重県北部で確
かくにん

認しましょう。
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